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２．調査結果  

 

2-1 豊岡・佐渡モデル分析による地域振興・経済活性化に関する検討 

 

豊岡のコウノトリ、佐渡のトキの野生復帰に関連した既往の地域振興・経済活性化方策

を把握し南関東地域での河川及び周辺地域の連携による適用可能性について検討を行った。 

 

 (1)豊岡・コウノトリモデルの分析 

豊岡市は、野生のコウノトリが最後まで生息した地であり、昭和 30 年代からコウノ

トリの保護活動が展開されるなど、コウノトリと人との係わりが深い地域である。平成

14 年度に旧豊岡市役所内にコウノトリ共生課が設置され、翌年、野生復帰計画が策定さ

れたことを契機に、野生復帰プロジェクトが本格化的にスタート。プロジェクトによる

地域振興・経済活性化の効果は、平成 17 年度の第１次試験放鳥以降に顕著に顕れている。 

このため、豊岡・コウノトリモデルの地域振興・経済活性化に関する分析においては、

コウノトリの野生復帰推進計画に基づき実施された方策を整理するとともに、農業、観

光、商工、まちづくり等の分野について確認された効果について整理を行った。 

 

1)豊岡市において実施された方策 

 豊岡での野生復帰推進計画に基づく事業は、大きく、環境整備事業・放鳥事業・普

及啓発事業の３本からなり、そのうち、環境整備事業・普及啓発事業において、地域

振興・経済活性化に関連する方策として進められた施策は以下の通り。 

 

表 2-1-1 豊岡市における主な実施方策 

環

境

整

備

事

業 

【田園景観の整備】 

・電線類地中化 

・コウノトリをデザインした標識の設置 

【農産物安心ブランド化の推進】 

・コウノトリと共生する安全・安心農産物のＰＲ推進

・コウノトリ育むお米の生産販売促進 

【都市と農村の交流推進】 

・コウノトリを象徴とした観光誘致 

・市民農園の整備運営 

【環境経済戦略の推進】 

普

及

啓

発

事

業 

【イベントの開催】 

・博覧会への出展やフォーラムなどの開催 

・住民参加の環境美化活動 

【情報発信】 

・リーフレット・映像などの作成・啓発 

・恒常的な情報発信 

【環境教育】 

・環境教育プログラムの整備・体験活動の推進

・地域内小学校での環境教育 

・コウノトリ野生復帰学術研究の奨励補助 

・安全・安心な食の確保の実践 

【参加の啓発】 

・コウノトリファンクラブ事業の推進 

・ふるさと納税・コウノトリ基金の運営 

【地場産品販売促進】 

・コウノトリ商品券の発行 
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特に、注目される点としては、「環境経済戦略の推進」として、野生復帰プロジェク

トの初期段階において、「豊岡市環境経済戦略」を策定(平成 17 年 3 月)し、地産地消、

環境創造型農業、コウノトリツーリズム、環境経済型企業の集積、自然エネルギーの

利用の５つの柱の推進により、具体的な環境と経済が共鳴の成功事例をつくり、取組

を地域全体に波及させることを示している点にある。 

 

 図 2-1-1 豊岡市環境経済戦略のあらまし 

※1 
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2)具体的な地域振興・経済活性化への効果 

①農業 

 環境経済戦略の柱の一つである、「豊岡型環境創造型農業の推進」として、コウノト

リの採餌環境の確保を目的に、農薬使用や水管理に配慮した「コウノトリ育む農法」

が推進されており、これらの農法による農産物を、県や市による認証により、「コウノ

トリブランドの農産物」としてＰＲし、比較的高値で市場に流通している。 

 消費者は、これらのブランド農産物を購入することで、コウノトリの野生復帰プロ

ジェクトを支援することができる仕組みとなっており、生産者は高値での流通という

結果が、コウノトリ育む農法に取り組むインセンティブにもなり取組が拡大し、地域

内にコウノトリの採餌環境が広がるという好循環が最も顕著に見られている。 

 

  

図 2-1-2 コウノトリ育む農法による米価の比較 
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コウノトリ育む農法による米は、

慣行栽培米の価格が低迷する

中、上昇傾向にあり、慣行栽培

米と比較し、1.25 倍（減農薬）、

1.57 倍（無農薬）の高値で取引

され、農家の収入の向上にも効

果が出ている。 

平成 17 年度の第１次試験放鳥以

降、コウノトリ育む農法に取り組む

水田面積は飛躍的に増加。特に、

高値で流通する無農薬による作付

け面積は平成 17 年度の作付け面

積から 13 倍に増え、コウノトリ育む

農法全体の中に占める割合も、当

初の 1 割未満から 3 割にまで伸び

ている。 

※2

※2

図 2-1-3 コウノトリ育む農法による水稲作付け面積の推移
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ブランド認証された農産物には、認証マークを付け、積極的に販売ＰＲを展開。 

認証米である「コウノトリ育むお米」の流通には、全農パールライス、イトーヨーカドーなどの企業との

連携も確立している。 

 

通常の大豆, 120

コウノトリ大豆組合
の大豆（減農薬）,

360

0

50

100

150

200

250

300

350

400

大豆の種類

大
豆

の
価

格
（
単

位
：
円

）

通常の大豆 コウノトリ大豆組合の大豆（減農薬）
 

 

コウノトリ育む農法で栽培した大豆は、通常の３倍の価格で取引され、この大豆を原料とする「鸛お

ぼろ」という豆腐は、注文が殺到する人気商品となった。 

 

 

※1 

※2 

※3 

ブランド認証を受けた農産物を使用した商品も多数開発され、コウノトリ関連商品の土産物として、

流通をしている。 

図 2-1-4 コウノトリ育む農法による大豆の価格比較 
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豊岡型環境創造型農業の実践と並行し、「豊岡型地産地消」も推進され、地域食材を

使用した調理方法を伝える講座の実施や、市内小学校での地域食材が使用され、地域

内での需要を喚起することで、環境創造型農業の拡大を支えている。地産地消の推進

の結果、市内の農産物直売所の活性化も進み、野生復帰プロジェクトの推進により売

上の増加や、直売所の店舗数の増加にも繋がっている。 

 

  

コウノトリ育む農法による米の消費推進と普及啓発のため、市内の学校給食で育む米を使用。給食食

材の野菜についても 3 割近くを豊岡産とするなど、地産地消・食育を積極的に進めている。 

 

 

  
平成12年より開業してきた直売所は、当初300万円ほどの売上が、コウノトリの放鳥を通じ、年間4,000

万円に成長。市内の直売所数も、46 店舗にまで増加。 

 

    

  

 

※1
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②観光 

観光面での地域振興・経済活性化の効果は、コウノトリを象徴とする観光「コウノ

トリツーリズム」の推進が環境経済戦略の中にも掲げられており、コウノトリの観察

はもちろん、コウノトリの生息地づくり、環境美化活動などを取り込んだ新しいタイ

プの観光を推進している。 

豊岡市を含む但馬地域への観光客入り込み数は平成 10 年以降、1,000 万人前後で推

移しており、コウノトリの野生復帰プロジェクトの前後において目立った変化は見ら

れない。しかし野生復帰プロジェクトの主要施設である、コウノトリの郷公園やコウ

ノトリ文化館が整備され、「コウノトリ」のまちを感じさせる人口巣塔や看板、コウノ

トリに関連するお土産品などが開発されたことで、豊岡観光の目的の一つにコウノト

リが位置付けられ、観光を通じた消費が促進され経済効果を生み出している。 

 

  
ＪＲや JTB 等の大手旅行代理店では「コウノトリ」をテーマとした企画旅行を販売。試験放鳥直後の平成

18、19 年度は毎年1000名程度の申込みを集める人気が出ている。また、円山川の清掃を組み込むな

ど、観光客にもコウノトリのために出来ることに取り組んでもらう工夫などがされている。 

 

  

コウノトリを目的とした観光客に応えるため市では

「コウノトリツーリズム」として、市民ガイドの養成講

座や、市内観光の移動手段になるタクシー運転

手を対象とした「コウノトリ講習会」を開催するなど、

受け入れ体制も積極的に整えている。 

コウノトリのためのビオトープづくり等、環境

学習プログラムを整理し、教育旅行を誘致。

国内はもとより中国からの修学旅行も受け入

れている。 

※1

※1
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野生復帰事業の拠点として、整備されたコウノトリの郷公園、コウノトリ文化館は、

開園以来入館者を着実に増加させており、特に平成 17 年度の第１次試験放鳥を境に

大幅に入館者数が増加し、その後も 40 万人以上の入館者を維持している。特に、コ

ウノトリの郷公園の来館者は、5-10 回訪れるリピーターが多いことが示されており、

コウノトリを目的とした観光が一過性ではない、持続的な効果があることが伺える。 
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第１回 
試験放鳥

5-10 回訪れ
るリピーターが
多い 

コウノトリ見学年間消費30億円の効果  

慶應大学の大沼あゆみ教授の研究グループが、コウノトリの見学を目的に豊岡を訪れた観光

客の旅費や、土産物費などの消費金額から、その経済効果を試算する研究を実施。観光客一

人当たりの消費額を 1 万 4 千円～3 万 5 千円程度とし、年間最大で、30 億 3300 万円の消費効

果と推計し、環境保全と経済との両立についての検証が行われている。 

※2 

※2 

※2

図 2-1-5 コウノトリ文化館の入館者数推移 

図 2-1-6 コウノトリの郷公園への来園回数 

コウノトリの郷公園への来園回数 
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③商工業 

コウノトリブランドの確立や、コウノトリツーリズムの推進により、需要が確保さ

れることから、コウノトリ関連の商品開発が積極的に行われ、着実な売上を上げてい

る。平成 19 年には、地元の産品の販売や観光情報の提供を目的に、環境経済戦略の

モデル施設として、市立地域交流センター「コウノトリ本舗」がオープンし、指定管

理者制度により市内 17 の企業が出資して設立した「コウノトリ羽ばたく会（株）」が

運営。コウノトリの郷公園に隣接する好立地ということもあり、開業から、わずか 2

年で年間 6000 万円の売上を計上している。 

   

取扱商品 500 品目のうち、約 200 品目が「地元産」かつオリジナル。 

多くの商品は売上の一部がコウノトリ基金に寄付され、コウノトリのための地域づくりに活かされる仕組

みとなっている。 

 

 

 

 コウノトリが共生するまちにふさわしい、良好な環境を作り出す企業の集積も経済

戦略の一つに掲げ企業誘致を行い、太陽光発電を主事業とするカネカソーラーテック

（株）や、廃タイヤを再利用した防振材を開発する（株）オークなどの誘致に成功。

企業側もコウノトリをロゴに使用したり、環境への取組をアピールし企業イメージ向

上へ繋げることが出来ている。 

 

 

 

環境と経済が共鳴する「コウノトリと共

生するまち」として、野生復帰の取

組、観光、名産品などを一体的にセ

ールスする催しを官民連携で首都圏

等の大規模な需要が見込める地域で

展開。 

※4

※2 
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④まちづくりへの効果 

コウノトリと共生する田園環境の創出として、コウノトリの飛行障害や景観面から

電線類の地中化やコウノトリをモチーフとした看板の整備が野生復帰計画に掲げられ、

これにより市内の電線地中化や看板整備が実施されている。その他にも、市内の至る

ところで「コウノトリのまち」をＰＲする看板やポスト、商店でのディスプレイなど

が見られ、まち全体での演出ができている。 

  

    

 

 コウノトリの生息環境づくりなど直接的ではないが、コウノトリと暮らす良い環境

のまちというコンセプトで、家庭で利用した天ぷら油の回収や菜種油を利用したバイ

オディーゼルの精製、木質ペレットを活用するストーブの設置、太陽光電池の設置な

ど、自然エネルギーの利用も進んでいる。 

   

（左）天ぷら油の回収 （中）太陽光パネルを設置した老人ホーム （右）学校に設置したペレットストーブ 

※1
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⑤推進体制 

 野生復帰プロジェクト推進では人と資金の確保が必須であり、豊岡では、人の確保

として、住民への環境教育の推進、コウノトリファンクラブの運営がされ、資金確保

として、ふるさと納税、コウノトリ関連グッズの売り上げや一般寄付が積み立てられ、

野生復帰事業の資金に活用されるコウノトリ基金の運営がされている。 

  

プロジェクトが大きな注目を集め、研究目的の学生、行政職員や企業の視察、海外からの取材も入り、

受入件数は 200 件を超え、受入が結果的に、地域内の消費の喚起、更なる注目を集めている。 

 

 

 

 

 

 

※1 

※2

全国で支援することを目的に、会費制のファンクラ

ブを設立。人工巣塔の寄贈や、普及のためのクラ

ブの集いなどを開催しプロジェクトを支援。 

「コウノトリ基金」への寄付は、試験放鳥を機に増

加。コウノトリ文化館入館の際に集める協力金や関

連グッズの売り上げからの寄付、一般・企業からの

寄付が継続的に行われ、プロジェクト推進の重要

な資金源となっている。 
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※5 

図 2-1-7 コウノトリ基金への寄付額の推移 

図 2-1-8 野生復帰プロジェクトのための資金収集 
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3)考察 

・ 野生復帰プロジェクトの始動から 8 年、試験放鳥を開始して 5 年を経て、「コウノ

トリ＝豊岡」というイメージも確立し具体的な経済効果も見られている。観光客

数がプロジェクト前後で大きく変化するなどの直接的な効果ではないが、拠点施

設である「コウノトリの郷」や「コウノトリ文化館」への入館者数が試験放鳥以

後の大幅な増加を維持していることや、コウノトリブランドの農産物が通常の

1.25～1.5 倍の価格で流通するなど野生復帰プロジェクトが上手く地域の経済振

興・活性化へと結びついている。 

・ 試験放鳥前後の地域住民のコウノトリの野生復帰に関する意識調査を行った調査

（東京大学大学院農学生命科学研究科・本田裕子氏）によると、プロジェクト開

始当初は、関心を持つ住民や、取組に参加する住民は限定的で、農業への被害を

心配する声などもあったが、試験放鳥を経て 62%もの回答者が好意的に捉えるよ

う変化したという結果が出ている。その背景としては、新聞やテレビなどでの報

道などによる注目の高さや、拠点施設への来訪者の増加、農産物の販売実績、そ

して何よりもコウノトリを実際に身近に感じられるようになったことが推測され、

放鳥を経て地域住民の間に「地域のシンボル」「誇り」という認識が出来たことが、

その後のコウノトリ育む農法の面積の飛躍的な拡大といった、取組への積極的な

参加につながり、「コウノトリのまち」としての一体感が生まれている。 

・ 特に、豊岡市では野生復帰プロジェクトの初期に、環境経済戦略を策定しプロジ

ェクトによる効果を何に求めるのかを明確に示しており、それに基づき、野生復

帰プロジェクトによる成果がどの程度得られているかということで把握すること

ができている。このことは、プロジェクトの有効性を対外的に示すことにつなが

り、それにより、成果があがっていることを見て、プロジェクトに参加する企業

や市民などの主体を惹きつけたり、まちをＰＲすることができており、南関東地

域での取組においても重要となってくると考えられる。 

 

＜写真・グラフ出典＞ 

※1：豊岡市ホームページ 

※2：豊岡市提供資料より作成 

※3：コウノトリ環境経済コンソーシアム「環境経済戦略ビジネスモデル検討報告書」 

※4：カネカソーラーテック（株）ホームページ 

※5：コウノトリファンクラブホームページ 

印のないものは（財）日本生態系協会撮影
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(2)佐渡・トキモデルの分析 

佐渡市は、野生のトキが最後まで生息していた地であり、昭和 28 年に佐渡朱鷺愛護

会が発足し保護活動が開始されるなど保護活動の歴史が長い。「トキの島」としてのイメ

ージは比較的一般の人にも定着しており、野生復帰プロジェクト以前からトキを観光Ｐ

Ｒに活用されている一面もある。 

野生復帰の取組は、平成 15 年度に環境省が「環境再生ビジョン」を策定し、平成 16

年度末に新潟県、佐渡市がそれぞれ実行計画を策定したところからスタートし、平成 20

年度によるやく第１回目の試験放鳥を実施したところである。 

佐渡・トキモデルの特徴としては、野生復帰プロジェクトの推進において、国・県・

市それぞれが計画を策定し、地域振興・経済活性化につながる社会環境づくりについて

は、主に市が主体となっている。このため、分析にあたっては、佐渡市の野生復帰実行

計画に基づき実施された方策を整理し、豊岡・コウノトリモデルにならい、効果が期待

される農業、観光、商工等の分野の状況について整理する。 

 

1)佐渡市において実施された方策 

 佐渡市のトキ野生復帰実行計画は、a.環境の保全及び再生、b.安全な生息環境の再

生、c.餌場・営巣環境の再生、d.野生復帰への理解を深める、e.地域振興、f.ボラン

ティア活動の支援、g.順化施設の７本の施策体系となっており、このうち関連する c

～fの分野の施策について以下に整理する。 

 

表 2-1-2 佐渡市における主な実施方策 

c.餌場・営巣環境の再生に関する施策 

・環境保全型農業推進のシンポジウム・研修会の開催 

・特別栽培米の有利販売 

d.野生復帰への理解を深める施策 

・学校教育における環境教育・学習の実践 

・生涯学習における環境学習の実践 

・トキ保護募金活動の促進 

e.野生復帰と地域振興に関する施策 

・野生復帰を契機とした地域活動の促進 

（地域が自主的に取り組む団体間の交流、イベント実施、環境保全活動の実施などへの経費助成も含む支援） 

・トキ・エコツーリズムの推進 

(エコツアーメニューの開発、ガイド育成、広報) 

・トキ生息地（中国狭西省）間における国際交流 

f.ボランティア活動の支援に関する施策 

・トキ交流会館（ボランティア活動・体験活動拠点）の整備・運営・機能拡充 

・ボランティア体験プログラム・情報提供機能の拡充 
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2)具体的な地域振興・経済活性化への効果 

①農業 

 農業分野での取組は、トキの餌場づくりに貢献する減減栽培や冬期湛水や魚道設置

などの生きものに配慮した技術を取り入れる農法による水稲栽培が進められており、

平成 19 年度に市による「朱鷺と暮らす郷認証米」の制度が確立。市場価格に比べ高

値で流通している。認証米の流通の大部分はイトーヨーカ堂を通じ全国の店舗で販売

され人気を博している。売上 1kg 当たり 1 円が野生復帰プロジェクトのために寄付さ

れ、消費者は購入することでプロジェクトを支援できる仕組みも確立している。 

 取組は平成 20 年度の放鳥を機に拡大し、生産者も慣行米に比べ 1kg 当たり 1,000

円程度の収入増につながっており、今後も取組は拡大していき、トキの餌場となる環

境も広がるという好循環が出来ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小佐渡東部地区内において、朱鷺と暮らす郷米

づくりに取り組む住民が集まり、その取組をイン

ターネットで公開する農業生産法人「さとにわ」

を設立。栽培だけにとどまらず、島内での取組の

積極的な情報発信を行い、更には、島内の契約農

家が栽培した野菜や、島で水揚げされた魚介類を

使用した、こだわりのお弁当や定食をだすレスト

ランを開業するなど、積極的な活動を展開している。 

※3

図2-1-9 認証米を中心とした野生復帰プロジェクトによる環境と経済の循環イメージ（※1）

 

慣行米に対し千円/kg の収

入増。農家もトキと農法に

関心を示す。 

 

佐渡産米が前年比 146%と

販売好調で 2 月に完売。

（19 年度までは 20%が売れ

残ってきた） ※1

※2

※2



16 

 

平成17年にわずか81haの取組は放鳥を機に急増。平成20年度は278名、427haが認証され、1,600t

を生産。21 年度は、520 名 880ha と取組が倍増。この背景には、全作付け面積（5900ha）の 8 割を占め

る JA が出荷要件を全島で H20 年度より 3 割減減（※将来的には 5 割へ引き上げ）としたことで、作付

け面積の 42.3%にまで波及。 

 

    

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

(ha)

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21

※H21数値は予測値

5割減栽培面積の推移

内、認証米は

427ha、

1,600t 生産。

内、認証米は 

880ha生産。

（H20の2倍へ） 

※1 

小佐渡東部地区のみでの取り組み

が、試験放鳥によりトキの行動範囲

が広がり全島へ拡大。島内の水田

では、ビオトープや減減栽培、江

（深水域）の設置等を示すサインが

方々で確認できる。 

5kg 2,980 円、 

2kg 1,200 円で 

全国の店舗、 

インターネットで販売。

※4

H20 年度のトキ認証米 1300t は完売し、1kg あたり 1 円で

130 万円がトキ保護募金へと寄付されている。そのうちの７

割は、首都圏を中心とした全国のイトーヨーカ堂店舗で販

売。 

図 2-1-10 5 割減減栽培面積の推移 
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②観光 

佐渡島においては、「最後まで野生のトキがいた島」として野生復帰プロジェクト以

前には、旧新穂・両津エリアで限定的にトキを観光資源としていたが、市町村合併・

試験放鳥を経て佐渡全体＝トキのイメージを観光客に定着させ、全島あげての「トキ

のすむ島」としてのプロモーションが行われている。 

佐渡島への観光客数は、平成 3 年の 121 万人をピークに減少が続き、現在では 60

万人とピーク時の半分まで落ち込んでいる。平成 20、21 年と試験放鳥を実施してき

ているが、年間の入り込み客数では豊岡同様に、野生復帰プロジェクトの前後の目立

った変化は確認できない。しかし、試験放鳥時期に限定すれば、観光客数は増加して

おり、トキが観察できる「トキの森公園」への来園者は、中国からペアが贈られた平

成 11 年に約 30 万人を達成した以後、減少気味であったが、試験放鳥をきっかけに回

復の傾向にあり、特に、観光客の総数に占める「トキの森公園」への来園者の割合は

高くなっており、「トキ」が佐渡の観光の魅力として確立している。 

 

 

 

 

   トキの森公園の来園者数・観光客に占める割合の推移      

※21 年度数値は 9 月末現在。予測では前年並み（水色部分）とされている。 

0
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0%
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20%

25%

30%

35%

40%

45%

来園者数（千人） 総観光客数に占める割合(%)

試験放鳥

の開始

中国から 

ペア贈呈 

※1

H20年9月の試験

放鳥直後は、オフ

シーズンにあたる、

9-11月期の観光

客数が前年同期と

比較して104%増

加 

※6

佐渡への玄関口である佐渡汽船ターミナルでは、

佐渡市・新潟市ともにトキをＰＲ。 

図 2-1-11 トキの森公園への来園者数推移 
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トキの生息環境づくりの体験学習やボランティア活動、調査・研究を行う学生、研

究者の受け入れ拠点となっている「トキ交流会館」の利用者は試験放鳥以後増加の傾

向にあり、市と観光協会の連携により住民を育成した「トキガイド」は、H21 年 5 月

より観光客の受け入れを開始し、9 月までのわずか 4 ヶ月間で 750 人の観光客を案内

するなど好評を得ている（派遣数 85 人）。 

試験放鳥後は、「トキのすむ豊かな自然のある島」を魅力とした、エコツーリズム商

品の企画・販売も開始。観光客は、以前の大型バスで、主要な施設などを巡る団体旅

行から、放鳥したトキに出会える可能性を求めて、レンタサイクルなどを利用し島内

を巡るなど、旅行スタイルにも変化が見られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交流会館内には、トキの目撃情報や、これまでの取組の成果や保護の歴史資料が展示されている。 

作業用の長靴やシャベルなどの用具も備えてあり、小中学校の修学旅行の受入れも行っている。 

 

 

0
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2,000

3,000

4,000

5,000
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（人）

トキ交流館の宿泊・使用者推移

宿泊合計

会館使用者

※H21 年度は 9月末現在。 
※1 

※7

※7

図 2-1-12 トキ交流館の利用者数推移 
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③商工 

野生復帰プロジェクトの開始以降、トキに関連する土産物数は一気に増加しており、

佐渡のオリジナル土産物として人気が高い。また、一部の商品では売上がトキ保護募

金へと寄付される仕組みができている。しかし、佐渡市内で生産・供給されている土

産品は全体の一部に止まっており、このため、佐渡の農産物、海産物を活かした加工

品などの「トキブランド」の開発に向け、東京農業大学と連携協定を結び今後の商工・

観光の振興を図る取組がスタートしている。 

 

   

トキをシンボルとした様々な土産物 

 

市と東京農業大学は、トキをシンボルとした農

産物の開発を進める連携協定を09年5月に締結さ

れた佐渡市と東京農業大学の協定。これをきっか

けに、学生が佐渡で農業体験を行うなどの交流を

図り、今後、トキブランド商品の開発、森林や海

の保全、東京圏からの体験学習、市民交流などの

展開に取り組んでいく。 

また、放鳥後のトキの活動範囲が広域に渡るこ

とから、トキの野生復帰プロジェクトの推進に寄

与する商品開発も、島外へ波及し、1 本当たり売

上の 50円が新潟県トキ保護募金に寄付される「朱

鷺の舞」の製造・販売が、近隣市である長岡市の

酒造会社で行われるなど、プロジェクトの支援体

制、プロジェクトによる事業展開が島外でも活発

となっている。 

 

 

 

 

 

※1

※8 

※9
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④推進体制 

 佐渡の野生復帰プロジェクト推進にあたっては、平成 15 年度の環境共生ビジョンの

策定前に、3 年間に渡り環境省が中心となり、島内住民に対し、トキの野生復帰プロ

ジェクトの実施に向けた説明会や勉強会、意見交換会が実施されてきた経緯がある。

このため、その間にトキの餌場づくりに取り組む地域活動団体などが立ち上がり、地

域内の人材の育成がある程度進められていた。しかし、島内人口は 6.5 万人と限られ

ており、持続的なプロジェクトの推進のためには、島内の人材育成と同時に地域外か

らの人材・資金面の支援の確保が必須となっている。 

 

○人材育成 

 地域内の人材育成としては、市民大学を通じた環境教育やガイド育成、モニタリン

グ人材の育成が行われている一方、地域外の人材の確保としては、野生復帰プロジェ

クトへの関心を高めるため、会費無料で、ボランティア情報やトキ情報、特産物のプ

レゼント等を行う「佐渡トキファンクラブ」を設立(H21.10現在会員 3,156人)したり、

企業の CSR 活動誘致や、社会実習としての学生受け入れ等を積極的に展開している。 

 

地域の人材として育成された、「トキ保護監

視員」は、年 3 万円の契約で居住する地区

の住民への啓発や目撃情報の聞き込みな

どを主体的に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

首都圏にある企業や大学などから団体で環境づくりなどに参加してもらうための受け入れ態勢を整備。

窓口となるファンクラブや NPO なども設立され、参加をきっかけとした住民との交流が深められている。 

佐渡市民環境大学の受講者数の推移
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H28 年にガイド 100

人、基礎講座修了者

350 人を目標 

※6 

※10

※11 ※11 

図 2-1-13 佐渡市民環境大学の受講者数推移 
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○資金面の体制 

プロジェクトの資金面からの支援体制としては、佐渡市・新潟県がそれぞれ佐渡市

トキ保護募金、新潟県トキ保護募金を設置している。募金額は、試験放鳥をきっかけ

に増加し、300 万円程度で推移していた額は、1,000 万円を超えている。 

市は、土産物や認証米の販売による収集が、県は、企業からの寄付が増えており、

いずれも野生復帰プロジェクトへの注目が集まったことによる結果といえる。また、

放鳥したトキの行動圏が広く、飛来先において、飛来記念の特別住民票や、学生証、

戸籍謄本などが発行・配布され、野生復帰プロジェクトについての普及促進と募金額

の増加にも繋がっている。 

  
（左）1 缶につき 1 円を寄付するアサヒビールのキャンペーン。わずか 1 ヶ月で 414 万円を寄付。 

（右）北越銀行から発売された「トキ応援ファンド」。金融商品全体が不調の中、異例の 1 ヶ月25 億円の

販売実績を上げている。年間平均残高の 0.1%が保護募金へと寄付されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
放鳥したトキの飛来を記念した学生証（左：新潟大学）、特別住民票（中：黒部市）、佐渡市による戸籍謄本（右） 

※13

※14

※6 

※12 



22 

3)考察 

・ 野生復帰プロジェクトの本格始動から 5 年、試験放鳥を開始してようやく 2 年目

の佐渡市においては、豊岡・コウノトリモデルに比較して、地域振興や経済活性

化による効果を図るには時期尚早であり、観光客の増加、商品の売り上げの増加

などといった成果は確認できていない。しかし、「トキの島」としての歴史が長く、

島外者にもそういったイメージは定着している一方で、佐渡市へのヒアリングに

よると、島内の住民の間では、トキは「小佐渡東部地区」のみの取組として関心

度は低く、試験放鳥を経て、実際に自分の地区へトキが飛来したり、テレビや新

聞による注目が高かったことを受けて、全島民の間に「トキは佐渡のシンボル」

という認識ができ、島全体で取組を推進するという住民の姿勢が現れてきたとい

う。その結果は、放鳥後の一ヶ月間で約 100 件の目撃情報が寄せられていること

や、トキと暮らす郷認証米に取り組む水田面積が飛躍的に拡大として顕れており、

住民が積極的に取り組む地域づくりという面で効果があると言える。 

・ 豊岡・コウノトリモデル同様に、佐渡・トキモデルにおいても、一番顕著な経済

効果・地域振興に結びついている取組は、自然環境に配慮した農法の実践と、そ

れによる「トキと暮らす郷認証米」の流通価格、そして販売実績に表れていると

いえる。認証米は首都圏中心とするイトーヨーカ堂の店舗に生産の 7 割が出荷さ

れ全て完売しており、販売の際には 1kg 当たり 1 円がプロジェクト資金に回るよ

う仕組みが確立していることから、米の購入によりプロジェクトを支援できるこ

とも明確になっており、消費者がプロジェクトに参加していくきっかけづくりに

もなるなど、島外からの資金や人的支援を確保するための工夫が考えられている。 

 

 

＜写真・グラフ出典＞ 

※1：佐渡市提供資料より作成      ※2：JA 佐渡ホームページ  ※3：北陸農政局ホームページ 

※4：（株）イトーヨーカ堂ホームページ  ※5：コウノトリファンクラブホームページ 

※6：佐渡市ホームページ  ※7：（社）佐渡観光協会ホームページ  ※8：東京農業大学ホームページ 

※9：柏露酒造（株）ホームページ  ※10：佐渡トキファンクラブホームページ 

※11：NPO 法人トキどき応援団  ※12：（株）北越銀行ホームページ  ※13：新潟大学ホームページ 

※14：黒部市ホームページ 

印のないものは（財）日本生態系協会撮影 
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(3)南関東地域での地域振興・経済活性化について 

佐渡・豊岡モデルの分析より、コウノトリやトキの大型鳥類をシンボルとした地域づ

くりによる地域振興や経済活性化は、大型鳥類との共存のための自然環境づくりや社会

環境づくりの施策が推進されることで、拠点施設やモニュメント、人工巣塔などの整備

で、共生を感じられる雰囲気が演出され、地域の住民が積極的に取組み活気づいたり、

付加価値の高いブランド農産物を生み出したりといった結果に結びついている。このた

め、南関東の各エリアにおいても、トキ・コウノトリとの共存のための生息環境・社会

環境づくりに取り組んでいくことを通じ、その効果を得られることが望ましい。 
なお、豊岡や佐渡においての取組は、いずれも国内初の取組であったため、非常に注

目度が高く、また、いずれも、コウノトリやトキの保護の歴史も長く、住民の関心も比

較的高い単独市で行われたことで、地域が一体感を持って取組み、活気ある展開が出来

たと考えられる。その点、南関東地域は、首都圏住民や、海外からの観光客など、潜在

的に大きな需要が期待できる一方で、各エリアがそれぞれの特色を出し、いかに注目を

集めるか、複数自治体でかつ人口規模も大きな対象地で一体感ある取組ができるかが重

要となってくる。 
このため、南関東地域において、それぞれの地域特性を活かしたトキ・コウノトリの

野生復帰による地域振興・経済活性化を展開するため、地域の行政計画や交通網などの

基礎情報や、エリア内での主要な事業、地域活動などの地域情報について整理を行った。 
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1)渡良瀬遊水地エリア 

①対象エリア内の自治体に関する基本情報 

 渡良瀬遊水地を中心とした対象エリア内の、流域の 3県 6自治体について地域特性
を把握するため、各自治体の概要、基本計画で示されているまちづくりの方向性につ

いて整理を行う。 
 
■小山市（栃木県） 
栃木県の南部に位置する小山市は、幹線国道と鉄道が東西南北

に走り、陸上交通の要衝となっている。また、国指定史跡が 7
か所もある歴史のまちでもある。まちの中央部を流れる思川を

中心とした「水と緑と大地」の自然環境に恵まれ、古来より続

く歴史・文化資産とともに、農畜産物や伝統工芸品のブランド

化やイベント活動など市の個性や魅力を際立たせる財産を有し

ている。県下第 2の都市であり、対象エリアの市町では最も大きな面積と人口を有し
ており、対象エリア内の中でも、最大の人口、予算を持ち中心的な都市と考えられる。  
 次ページに、小山市の行政計画に示されているまちづくりの方向性について、計画

概要を整理する。 
 
表 2-1-3 小山市の基礎データ 

人  口 市町域面積 農 地 （市町全域） 森林（市町全域） 

（人） (ha) 
農地面積

(ha) 

水田面積

(ha) 

水田割合

（％） 

森林面積

（ha) 

割合

（％） 

158,461 17,161 8,290 6,080 35.4 649 3.8 
 

産業構造の割合 

全就業者数 

（人） 

1 次

（％） 

2 次

（％） 

3 次

（％） 

年間予算 

（百万円） 

79,410 5.16 32.74 60.46 82,569 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真：思川

（出典：小山市総合計画基本構想）
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小山市総合計画基本構想 

策定年月：平成 18年 3月 対象期間：平成 18年～22年度 

■土地利用構想 

○田園生活環境と自然環境が市域を取り囲んだ、環境共生・循環型のまちづくりを進める。 

○思川を市のシンボルとして、自然環境や小山の歴史・文化を保全し、次代につなぐことで、ふれあい

の交流ネットワークを形成する。 

 

■都市と田園が調和した土地利用 

○市街化調整区域は、豊かな「水と緑と大地」の形成に向け、「田園生活ゾーン」として、田園・自然

環境と調和し生活環境の整った集落地の形成、優良な農地の保全、河川や平地林等の自然環境の保全・

活用などを進める。 

 

■まちのにぎわいと明日の“元気”づくり【産業】 

○農業の担い手の育成・確保、農地の有効利用、生産基盤の整備を図り、道の駅「思川」を活かした地

産地消の推進、都市と農村の交流、グリーンツーリズムによる農業振興に努める。 

○「おやまブランド」を一層推進するとともに、小山の自然や歴史文化の活用、新たな市街地観光拠点

の整備などによる、市内及び広域的な観光資源のネットワーク化を進める。 

 

土地利用構想図 
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小山市都市計画マスタープラン 

策定年月：平成 17年 3月 対象期間：平成 12年～32年度 

■土地利用の基本方針 

○思川、鬼怒川、巴波川等の河川、渡良瀬遊水地、旧思川、大沼等の水質保全及び周辺環境の整備 

○親水空間としての河岸緑化や多自然型護岸、ビオトープの整備 

○田園景観を形成する主要な景観的資源としての農地の保全推進 

○市民農園など、都市と農村が交流する場の整備 

○小山総合公園、小山運動公園、やすらぎの森などの環境整備 

○河川空間、渡良瀬遊水地、平地林などの自然環境の保全及びレクリエーションの場としての活用 

 

■生井地区地域別構想編 

＜まちづくりの整備目標＞ 

○自然資源や農業環境と調和した良好な集落環境の形成 

○美しい自然景観や誇れる歴史的資産の保全・活用 

＜地域整備方針＞ 

○優良農地と集落部の屋敷林・社寺林等の保全・育成による、美しい集落景観の形成 

○思川の河川景観や渡良瀬遊水地など自然環境の保全・活用 

○地域内の平地林等、貴重な自然の保全・育成 

○自然環境の拠点や歴史文化の拠点等を連絡するネットワークの形成 

○良好な周辺環境に配慮した小山南工業団地の整備 

 

生井地区まちづくり整備方針図 
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小山市緑の基本計画 

策定年月：平成 18年 3月 対象期間：平成 16年～32年度 

■水と緑の基本理念 

母なる思川の恵みを生かし、市民とともに次代に引き継ぐ「水と緑と大地」の回廊づくり 

 
■“水と緑と大地”の将来像 

○思川を中心として、水と緑と大地の 3 つの回廊を形成し、それらを有機的につなぎ合わせ、様々な自

然や緑が織りなす豊かな環境を形成 

 
■“水と緑と大地”の保全・整備・活用のための方策 

○ 緑地（都市計画決定）として、思川緑地（約 108.2ha）、思川（約 310.8ha）、旧思川（約 6.1ha）、

鬼怒川（約 43.4ha）の 4か所（約 468.5ha）を確保することを目指す 

 

 

小山市の環境保全系統配置方針図 
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小山市第二次環境基本計画 

策定年月：平成 18年 2月 対象期間：平成 18年～22年度 

■河川施策 

○思川をはじめとする河川環境の実態を把握し、今後の保全・活用の基礎資料の作成 

○河川沿いの河畔林の、緑地保全地区の指定に向けた助成制度の検討 

 

■生物生態系施策 

○市内に生息している動植物の調査を実施し、希少種や絶滅危惧種の保護を図る 

○河川や平地林などの自然を保全し、そこで育まれている生物生態系の保全を図る 

 

■農地施策 

○地域の農地・水・環境の保全と質的向上のための共同活動、農業者ぐるみの先進的な営農活動の支援

○農地・農業用水等の資源の保全管理や環境保全を重視した農業への転換を図る 

 

■みどり施策 

○小山の原風景ともいえる平地林の保全 

○粟宮の住宅供給公社所有地を含めた古墳群周辺を回廊の拠点とする公園化の検討 

○市民の理解と協力による緑の保全や緑化活動、民間開発における緑化計画等の指導を推進 

 

■水辺施策 

○市の自然を代表する水系緑地を自然保全軸として位置づけ、緑地保全地区の指定等を検討 

○思川の河岸段丘林の自然空間としての保全、思川沿いの古墳・史跡等の指定区域周辺緑地の保全を検討

○歴史の道の利活用、周辺の自然の特徴を活かした体験活動等の場の創出等によって、思川の活用を促進

○渡良瀬遊水地の治水･利水機能を向上させるとともに、貴重な湿地帯の生態系の保全を関係機関と検討

○良好な水環境を維持・復活するために水環境保全計画を策定し、市内の水環境の保全を推進 

小山市農村環境計画 

策定年月：平成 16年 3月 

■ 環境保全目標 基本理念 

農のある都市近郊の環境創造と交流のまち“おやま”～思川を軸とした都市近郊の再生～ 

 

■ 基本方針 

○ 農村環境を代表する生物生息環境の保全、河川等の水質改善、平地林・河岸段丘林・河畔林の保全 

○ 若者のニーズに合い、高齢者にも優しい農村社会基盤の整備と美しい景観の形成、先人達の残した

歴史・文化の保護と観光産業の活性化 

○ 安定した農業経営体制と競争力の高い農畜産物生産・流通体系の構築、生産性の高い農業基盤の創

出、地域一丸となった農業水利施設等の維持管理の推進、滞在型グリーンツーリズムの展開による

他県他市町村・他地域の人々との交流推進 
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■藤岡町（栃木県） 

栃木県の南端であり、町の中央部を東に貫流する渡良瀬

川、東部を流れる巴波川、与良川、思川などの小河川が渡

良瀬遊水地へ注いでいる。渡良瀬遊水地は住民の遊びや環

境教育の場であるとともに、貴重な観光資源となっている。

町では、渡良瀬遊水地の自然や歴史・文化遺産の将来にわ

たる保全・保存を推進している。特産品としては、渡良瀬

のヨシを使用したヨシ紙や川魚であるフナの甘露煮など、

川の恵みが挙げられる。 
（※藤岡町は、平成 22 年 3 月には、栃木市、大平町、都賀町と合併し栃木となるこ
とが決定している。） 
次ページに、藤岡町の行政計画に示されているまちづくりの方向性について、計画

概要を整理する。 
 
表 2-1-4 藤岡町の基礎データ 

人  口 市町域面積 農 地 （市町全域） 森林（市町全域） 

（人） (ha) 
農地面積

(ha) 

水田面積

(ha) 

水田割合

（％） 

森林面積

（ha) 

割合

（％） 

17,768 6,045 2,080 1,620 26.8 177 2.9 

 

産業構造の割合 

全就業者数 

（人） 

1 次

（％） 

2 次

（％） 

3 次

（％） 

年間予算 

（百万円） 

9,112 9.17 39.27 50.63 9,690 

 

写真：渡良瀬遊水地（谷中湖）

（出典：藤岡町ＨＰ）
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藤岡町第 4次町勢振興計画 

策定年月：平成 13年 3月 対象期間：平成 13年～23年度（H22.3 合併予定） 

■施策の構成 

＜自然環境・景観の保全のための主な施策・事業＞ 

○渡良瀬遊水地の自然環境の保全・創造に向けたヨシ焼きの維持・ごみの不法投棄防止 
○生活排水の浄化、農薬・肥料の適正使用、多自然工法による河川改修による河川の水質保全 
○学校教育・社会教育などを通した環境教育・自然体験学習の推進 
○自然体験指導員の育成、野鳥観察会やウォーキングなどの活動を通した、自然とふれあう機会の充実 
○町を代表する景観としての渡良瀬遊水地の保全 
○遊休農地の活用や景観作物の栽培による田園景観の維持・回復 
 

＜農林業振興の主な施策・事業＞ 

○農林畜産物加工品の研究・開発、農産加工センターや直売所の充実 
○認定農業者など担い手への農地利用の集積、集落営農の組織化、遊休農地の有効活用 
○ 道の駅や商店街、渡良瀬遊水地、イベントでの販売など農林畜産物加工品の販売・販路の開拓 
○国土の保全、水源かん養、野生生物の生息環境の保護など、森林の公益的機能の維持・増進 
 

＜商業・観光振興の主な施策・事業＞ 

○「藤岡町・渡良瀬ブランド」

の商品を開発・製造・販売す

る、「藤岡町・渡良瀬ブラン

ドショップ」の育成 
○道の駅の品揃えの充実

や出荷体制の整備、情報発

信機能の充実 
○地域全体を自然と人の博

物館として、ボランティア

ガイドの育成など「渡良瀬

エコミュージアム」の推進 
○観光コースやサイクリ

ングコースの整備、案内標

示等の充実など、観光施設

のネットワーク化 
 
 
藤岡町の土地利用基本構想→ 
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藤岡町都市計画マスタープラン  

策定年月：平成 17月 3月 

■ まちづくり基本方針 

＜土地利用の基本方針＞ 

○渡良瀬遊水地及び農地については、環境保全・生産基盤・景観形成などの諸機能の保全を図る 

＜環境保全・景観図栗の基本方針＞ 

○農地・平地林・河川・水面などについては、環境保全・防災・レクリエーション・景観形成の機能を

確保 

○特に渡良瀬遊水地については、保全を前提に、観光・レクリエーション機能を活かした広域的な連携・

交流の拠点として有効活用を図る。 
 

■水と緑の基本構想 

＜水と緑の拠点づくり＞ 

○渡良瀬遊水地を中心に、県営三加茂山公園・道の駅みかもなど町内の観光施設、文化資源の活用 

○平地林・河川・水面などの自然環境と景観の保全を図る 
＜水と緑のネットワークづくり＞ 

○歩行系のルートづくり、河川沿いのルート活用、渡良瀬遊水地の堤防の活用による有機的な連携を図

る 

藤岡町農村環境計画 

策定年月：平成 17月 3月 

■ 環境保全目標 基本理念 

「人と人との交流を図り、心通うまち・・・・かけがいのない藤岡」 

 

■ 基本方針 

○ 人と自然が関わりあい、環境新時代にふさわしい農村環境の具現化を目指す。 

○ 都市と農村の交流を図り、農村の振興に寄与する。 

○ 町民の豊かな生活は自然生態系の上に成り立っていることを認識し、積極的な環境配慮を行ってい

く。 
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■野木町（栃木県） 
栃木県の南の玄関口として発展してきてい

る。米・麦・果樹・施設園芸などの農業が盛

んで全町の面積にしめる農地面積の割合も高

くなっている。広々とした田園風景とともに、

いたるところにみられる平地林が町の風景を

特徴づけており、対象エリアの市町の中では、

市町域面積に対する森林面積の割合が 7.4％
と言う点も比較的高い。渡良瀬遊水地に接し

た湿地が「のぎ水辺の学校」として整備され、野木神社などと併せて「水と緑と歴史

の町プロジェクト」が推進されている。 
次ページに、藤岡町の行政計画に示されているまちづくりの方向性について、計画

概要を整理する。 
 
表 2-1-5 野木町の基礎データ 

人  口 市町域面積 農 地 （市町全域） 森林（市町全域） 

（人） (ha) 
農地面積

(ha) 

水田面積

(ha) 

水田割合

（％） 

森林面積

（ha) 

割合

（％） 

25,989 3,025 1,240 832 27.5 225 7.4 
 

産業構造の割合 

全就業者数 

（人） 

1 次

（％） 

2 次

（％） 

3 次

（％） 

年間予算 

（百万円） 

13,024 5.87 33.55 60.06 10,822 
 

写真：思川

（出典：野木町ＨＰ）
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新野木 21計画 

策定年月：平成 13年 3月 対象期間： 平成 13年～22年度 

■水と緑と歴史のまちづくり 

＜「水・緑」に関する施策展開の考え方＞ 

○思川、渡良瀬遊水地等水辺環境の利活用の促進 

○町内に散在する貴重な平地林保全のシステム構築 

○生活に身近な公園・緑地の充実 

○豊かな農業環境と共生・交流するまちづくりの促進 

○自転車・歩行者による緑のネットワークの形成促進 

 
■健康と交流のまちづくり 

＜「交流」に関する施策展開の考え方＞ 

○地域コミュニティを維持・発展させ、地域住民が主体的にかかわることができるまちづくりの促進 

○都市と農村のふれあい・交流の促進 

○町内外の人々との連携促進 

 
■技術と安らぎのまちづくり 

＜「やすらぎ」に関する施策展開の考え方＞ 

○平地林をはじめ、オープンスペースの拡充 

 

土地利用構想 
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■古河市（茨城県） 
関東平野のほぼ中央に位置し、広域的道路が東西

南北に走り、生活や生産、流通の場として恵まれた

立地条件にある。南側に利根川が流下し、西側は渡

良瀬川および渡良瀬遊水地に接するほか、宮戸川や

西仁連川などの河川が田園地域を南流し、水と緑豊

かな自然環境をもつ。市では、自然環境を背景にし

て市街地・田園が広がるような、風土に根差した土

地利用を推進している。 
次ページに、古河市の行政計画に示されているまちづくりの方向性について、計画

概要を整理する。 
 
表 2-1-6 古河市の基礎データ 

人  口 市町域面積 農 地 （市町全域） 森林（市町全域） 

（人） (ha) 
農地面積

(ha) 

水田面積

(ha) 

水田割合

（％） 

森林面積

（ha) 

割合

（％） 

145,493 12,358 5,380 2,430 19.7 964 7.8 

 

産業構造の割合 

全就業者数 

（人） 

1 次

（％） 

2 次

（％） 

3 次

（％） 

年間予算 

（百万円） 

備考 

※市町村合併などの経緯・予定 

73,861 4.91 38.13 55.48 76,514 平成 17 年 9 月 12 日、古河市・
総和町・三和町が合併。 

 

写真：古河総合公園

（出典：古河総合公園ＨＰ）



35 

 

古河市総合計画 

策定年月：平成 19年 3月 対象期間：平成 19年～29年度 

■都市づくりの目標 

風格と希望に満ちた“いきいき古河” 

 

■将来の都市のイメージ 

＜自然と共生する機能＞ 

○河川や水辺、平地林は整備され、気軽に自然の恵みに触れることができる。 

○地域や企業が一体となり、身近な自然や地球環境に配慮し、省エネルギー対策などに取り組んでいる。

○きれいな空気と河川があり、自然の中で四季を感じることができる。 

 

■土地利用構想 

○基本的な都市構造の尊重 

 河川や緑地などの自然環境を背景に、市街地、田園地域が広がる本市の基本的な都市構造を大切にし

た、秩序ある土地利用を推進する。 

○３つの地区の特性を活かした土地利用の推進 

 古河地区の商業、総和地区の工業、三和地区の農業など産業の集積や、自然、歴史や文化などの特性

や資源に磨きをかけ、一体的な都市として新たな魅力や活力の創造につなげる。 

○風土に根ざした魅力ある空間づくり 

 地区ごとの自然環境や歴史、文化などを大切にし、風土に根ざした魅力ある都市空間づくりを推進す

る。 

 

■自然環境の保全 

＜計画目標＞ 

豊かな自然や田園環境を次世代に継承していくため、日常の暮らしを通して、自然環境の大切さを認識

し、保全に努めていく。環境学習を実施し、市民、企業、行政が一体となって環境にやさしいまちづく

りを推進する。 

＜主な取組＞ 

○運用環境基本計画を策定し、同計画を実施した結果と事業所、市民、行政の取り組みを公表。 

○子供が河川の水質調査、観察を行い、河川の状況や河川周辺の環境を実感する機会となる事業を推進。

○各種事業を推進するにあたり、必要に応じて環境評価を行うなど、生態系への配慮を図る。 

○わき水など市内における貴重な自然の保全を図る。 

○渡良瀬遊水地の自然の保全関係機関と連携を図って渡良瀬遊水地の自然環境の保全に努める。 

○ラムサール条約湿地登録の検討ラムサール条約の湿地登録について関係市町と協議を進める。 
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■地域の魅力と活力を高める土地利用の推進 

○都市計画基礎調査や現況の土地利用を勘案し、適正な用途地域へ変更する。 

○都市における自然の機能を考慮して、農地集積や土地取引の指導による環境保全機能の向上を図る。

 

 

土地利用構想図 
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■北川辺町（埼玉県） 
北川辺町は、関東平野のほぼ中央に位置し、利根川と

渡良瀬川の合流地点にある「水輪のまち」である。川に

囲まれているがゆえに、たびかさなる洪水に見舞われ水

と格闘した歴史がある。現在では、水田面積が町の 35％
を占め、「うまい米と豊富な水」が財産となっている。町

では水と親しめる水辺環境の整備、町内産農作物の町内

循環システムを検討している。（※北川辺町は平成 22年
3 月に加須市、大利根町、騎西町と合併し、加須市とな
ることが決定している。） 
次ページに、北川辺町の行政計画に示されているまちづくりの方向性について、計

画概要を整理する。 
 

表 2-1-7 北川辺町の基礎データ 

人  口 市町域面積 農 地 （市町全域） 森林（市町全域） 

（人） (ha) 
農地面積

(ha) 

水田面積

(ha) 

水田割合

（％） 

森林面積

（ha) 

割合

（％） 

12,876 2,100 967 924 44 - - 

 

産業構造の割合 

全就業者数 

（人） 

1 次

（％） 

2 次

（％） 

3 次

（％） 

年間予算 

（百万円） 

6,978 8.94 34.41 55.93 5,783 
 
 

写真：利根川・渡良瀬川合流地点

（出典：北川辺町勢要覧 2009）
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北川辺町第 3次総合振興計画 

策定年月：平成 10年 3月 対象期間：平成 10年～24年度 

■まちづくりの将来像 

水辺に輝く田園文化の郷（まち） 

 

■シンボル事業 

＜水の郷整備事業＞ 

平成７年度に国土庁から「水の郷」に指定されたことに伴い、「水輪のまち北川辺」にふさわしい『水』

と親しめるまちづくりを展開する。 

○まちぐるみの水質浄化  

○動植物のすめる水辺環境整備 

＜“エコ＆リサイクル”まちづくり事業＞ 

○ごみの資源化や再利用などによる“循環型社会システム”の実現に努める  

○ホタルやオニバスなど生態系にもやさしいまちづくりを進める 

＜ふれあい農業推進事業＞ 

○ライスパークを拠点とし、人と「農」とがふれあう事業を展開  

○町内でとれた農産物が町内で消費される、“農産物の町内循環システム”をつくる 

 

■まちづくりの『５つの柱』 

＜都市基盤の整備＞ 

 ～豊かな自然と、快適な生活基盤の創造をめざして～ 

○水辺環境の保全・創造 

○緑環境の保全・創造 

○計画的な土地利用の推進 

○美しい景観の保全・創造 

＜生活環境の向上＞ 

～自然と共生する、エコ・ビレッジの創造をめざして～ 

○快適な環境のまちづくり 
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北川辺町都市計画マスタープラン 

策定年月：平成 12年 3月 目標年次：平成 37年度 

■土地利用の基本方針 

＜親水環境、田園環境の保全＞ 

○町を取り巻く大規模な緑地空間を背景に、田園地域の広がりと親水環境を活かした「水辺に輝く田

園文化の郷」づくりを推進 

＜水と緑の拠点整備＞ 

○地域の拠点や緑の資源、史跡等を結ぶ「水と緑のネットワーク」を整備 

■水と緑のまちづくり方針 

＜水と緑の整備方針＞ 

○利根川・渡良瀬川の都市緑地、自然系の公園としての保全と活用 

○屋敷林や社寺林・水塚の、郷土の歴史的環境資源として、また多様な生物の生息環境としての保存 

○渡良瀬遊水地や主要な公園を結ぶ、水と緑のネットワーク整備 

←土地利用構想図 

北川辺町農村環境計画  

策定年月：平成 14年 3月 

■環境保全目標 基本理念 

「水辺に輝く田園文化の郷づくり」「みちくさ」の花咲く、輪中のふるさとづくり＝みんなで創る人

の和・水の輪・緑の輪＝～21 世紀循環型社会の形成に向けて、自立と連携の北川辺町の形成～ 

■基本方針 

○ みんなで創るまちづくり～豊かな環境を支える主体的な取組の推進～ 

○ みんなで育む川辺のまちづくり～環境への負荷の少ない循環型のまちづくり～ 

○ みんなで彩るみどりのまちづくり～豊かな環境の保全と創造～ 
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■板倉町（群馬県） 
群馬県の最南端、渡良瀬川と利根川に挟まれた

三角地帯にある板倉町は、昔からたびたび洪水・

水害に見舞われ、水害の克服を通して発展してき

た。農業を中心とした町であり、一次産業従事者

の割合が対象エリアの市町では最も高く、群馬の

ウクライナと形容される。町では、水郷地帯なら

ではの農業や水にかかわる文化を活かした観光の振興を計画している。 
 次ページに、板倉町の行政計画に示されているまちづくりの方向性について、計画

概要を整理する。 
 
表 2-1-8 板倉町の基礎データ 

人  口 市町域面積 農 地 （市町全域） 森林（市町全域） 

（人） (ha) 
農地面積

(ha) 

水田面積

(ha) 

水田割合

（％） 

森林面積

（ha) 

割合

（％） 

16,044 4,184 2,210 2,030 48.5 5 0.1 

 

産業構造の割合 

全就業者数 

（人） 

1 次

（％） 

2 次

（％） 

3 次

（％） 

年間予算

（百万円）

8,573 21.91 31.61 46.47 8,190 

 
 
 
 
 

写真：群馬の水郷

（出典：板倉町ＨＰ）
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板倉町第 4次総合計画 

策定年月：平成 14年 3月 対象期間：平成 14年～23年度 

■まちづくり施策 

＜自然環境の保全・活用と公園・緑地の整備＞ 

○自然環境保全地域、緑地環境保全地域の保全 

○自然環境調査の実施 

○緑のネットワークの形成 

＜河川・水路対策＞ 

○河川・水路構造の親自然化 

＜農業の振興＞ 

○有機栽培技術の開発・普及の促進及び無農薬・減農薬農業の推進 

＜観光の振興＞ 

○いたくらの水郷景観保全整備など観光資源の見直しと活用 

○郷土料理および地域特産品の開発、ナマズ商品の販売促進など水産資源の観光商品化 

 

■新規プロジェクト 

＜板倉ファームの創造【農業】＞ 

○価値あるいたくら米の創造 

○いたくらブランドの創造 

○体験農業及びクラインガルテンによる販路拡大 

＜水と緑の回遊ルートの形成【観光】＞ 

○いたくらの水郷景観など水にかかわる歴史的文化遺産の掘り起こし  

○回遊型水上観光ルートの整備促進 

○新たな郷土料理、特産品の開発 
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板倉町都市計画マスタープラン 

策定年月：平成 17年 3月 目標年次：平成 32年 

■ 都市づくりの目標 

○豊かな自然環境、歴史、文化遺産及び風土に配慮した居住空間の整備 

○自然、歴史・文化遺産を結ぶ散策型観光や農業を通じた体験型観光等、板倉固有の観光産業の支援 

■ 都市づくりの実現にむけて 

○渡良瀬川、利根川、渡良瀬遊水地、板倉川、谷田川に育まれた地形、生態系、景観について、周辺

地域を含めた一体的な保全 

○「水」を活かした観光拠点の形成  ○主要産業である農業との連携 

○自然環境構成要素や歴史・文化遺産構成要素については、歩行系ネットワーク等によって連携 

 

板倉町田園環境整備マスタープラン 

策定年月：平成 14年 2月 

■ 環境保全目標 基本理念 

「光と水とふれあいの学園都市・板倉」 

■ 基本方針 

○ 主要河川・水路の水質浄化   ○緑化・樹木の保存  ○土地利用の健全化 

○ 資源循環型社会の構築     ○生態系保全・親水空間の創造 
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②対象エリアへのアクセスと主な集客施設 

 対象エリアへの首都圏からのアクセスと、今後の地域振興・経済活性化の取組の際

に、情報発信、商品等の販売、イベントの開催等の様々な場面で拠点となりうる施設

について以下に整理する。 

 
 図 2-1-14 エリア内の主な集客施設と主要アクセス（※図内の数字は次ページの施設一覧に対応） 
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表 2-1-9 エリア内の主な集客施設とその概要 
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③対象エリアで進行している主要な事業 

対象エリアにおいて、コウノトリ・トキの野生復帰を通じた地域振興・経済活性化

策を検討する際、対象エリアを特徴づけ、かつ、多様な主体の連携が図られて取り組

んでいる、既存の主要な事業・活動について、以下に整理する。 

 

 

■渡良瀬遊水地湿地保全･再生検討委員会（国土交通省利根川上流河川事務所） 

渡良瀬遊水地の治水と環境の両立した機能強化を行うことを目標とする、遊水地のグラ

ンドデザインが定められたことを受け、平成 14年度より学識者・関係自治体・地域の市民

団体などからなる「渡良瀬遊水地湿地保全・再生検討委員会」を設立。渡良瀬遊水地の自

然環境をより良くするための湿地保全・再生の方策について検討を進め、平成 19年度から

は第 2調節地内において、専門家の指導を受けながら湿地試験が行われている。 

平成 21年度末に第２調節池を対象とした「渡良瀬遊水池湿地保全・再生基本計画」の策

定が予定されている。 

 
＜湿地保全・再生計画の目標＞ 

①多様な湿地ハビタットの形成、②治水機能の向上、③環境学習、自然観察、地域活性化

資源、学術調査の場としての活用 

＜湿地保全・再生計画で求められる多様な主体の参加と連携＞ 

（1）環境学習、自然観察の場として利用 

・環境学習プログラムの作成、行政・NPO・住民・河川管理者等との連携、役割分担 

（2）地域活性化資源の場として活用 

・ラムサール湿地登録を目指し観光資源としての価値を高める 

（3）学術調査の場として活用 

・一般の人の立ち入りを制限した調査区画を設定 

（４）情報共有、情報発信 

・モニタリング委員会（仮称）における資料、討議内容の公表 

 

出典：渡良瀬遊水地湿地保全･再生基本計画の骨子（案）
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■わたらせ未来プロジェクト（市民活動） 

平成 2年に渡良瀬遊水池を開発計画から守るために発足された、「渡良瀬遊水池を守
る利根川流域住民協議会」が母体となり、足尾と渡良瀬の自然の再生を目的に、渡良

瀬川流域の自然環境の保全・再生と環境保全型社会の構築をめざす「わたらせ未来基

金」を平成 13年に立ち上げ推進しているプロジェクト。 
 
＜プロジェクト概要＞ 
・プロジェクト対象地である渡良瀬川上流の足尾は、約 100年前の鉱毒事件による煙
害などで大規模に森林を喪失。下流の渡良瀬湿地帯は鉱毒を受けながらも長い年月

を経て広大なヨシ原となり、現在は多くの絶滅危惧種を含む生きものの生息地とな

り、保全・湿地再生が課題となっている。 
・プロジェクトでは、渡良瀬遊水池のヨシを活かした地場産業のヨシズを、足尾山地

の緑化に向け富栄養化に役立てるなどの活動を展開し、周辺の小学校をまきこみヨ

シズづくりを行うなど地域連携も活発に行っている。また、渡良瀬湿地帯の湿地再

生をめざし、学術機関や周辺の学校とともに学校ビオトープを利用した植物調査研

究・環境教育も行っている。 
・渡良瀬遊水池の湿地再生・保全の目標として、コウノトリが野生復帰できるような、

健やかで豊かな自然環境を 40年間かけてとりもどすことを活動目標としている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：わたらせ未来プロジェクトＨＰ
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 “ラムサール条約登録湿地”に向けた動き（市民活動）  

「谷中村の遺跡を守る会」「小山の環境を考える市民の会」「渡良瀬の環境を考える

会」「田中正造大学」「日本野鳥の会栃木県支部」「ラムサール条約湿地を増やす市民の

会」等の渡良瀬遊水地周辺で活動する 6 つの市民団体が連携し、渡良瀬遊水池のラム
サール条約登録に向けた署名活動、関連自治体への働きかけを行い、実現に向けた盛

り上がりができている。 
 

＜ラムサール条約登録のメリット＞ 

1. 国際的に重要な湿地と認知され、世界に知られる。 

2. 国際基準の保護管理計画が立てられ、将来にわたっての保全が可能になる。 

3. ビジターセンターをはじめ施設整備により、野外博物館として活用できる。 

4. 総合学習や、生涯教育の場として環境教育で活用される。 

5. 海外登録湿地と姉妹提携交流ができる。 

6. 過剰利用にならない範囲でバードウォッチング、釣り、カヌーなど観光に役立てられる。 

7. 水系全体を視点として、新たな産業が組み立てられる。 
8.地域の自然と文化の発信地とすることにより、郷土の誇り、地域おこしとなる。 

出典：（左）日本野鳥の会栃木県支部 HP、（右）渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民協議会ＨＰ 
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④各自治体内での既存の取組  

対象エリアにおいて、コウノトリ・トキの野生復帰を通じた地域振興・経済活性化

策を検討する際、各自治体内で、既に取り組んでおり、今後の野生復帰プロジェクト

の際に連携することが望ましいと考えられる以下の取組について概要を整理する。 

 

表 2-1-10 各自治体内での連携が考えられる既存の取組 

 取組 活動拠点 主体 

1 特別栽培のブランド米づくり 小山市 地区生産農家 

2 里山再生エコツアー 藤岡町 NPO法人渡良瀬エコヴィレッジ 

3 観光ボランティアガイド 古河市 古河市観光ボランタリーガイド協会 

4 水辺の学校 野木町 利根川上流河川事務所 

5 
“水郷いたくら“観光振興・

交流プロジェクト 
板倉町 板倉町 

6 
渡良瀬遊水地アクリメーショ

ン事業 
渡良瀬遊水地 

（財）渡良瀬遊水地アクリメーション

振興財団 
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１．特別栽培のブランド米「生井っ子」 

取組地 小山市・生井地区 取組主体 生井地区生産農家 

取組概要 

渡良瀬遊水地に隣接し、市内でも水田が多

く田園風景の広がる生井地区の農家 22 軒

が、他地域の米との差別化を図って立ち上げ

たブランド。減農薬・減化学肥料・食味値検

定済みの特別栽培米として、2005 年より

37ha の農地で生産を開始し、「農地・水・環

境保全向上対策」を活用すると共に、小山市

の推奨する「小山ブランド」にも認定されて

いる。 

○JA おやま生井支所の協力のもと現地検討会等を開催し、グループ内の栽培技

術の向上や均一化、品質の向上に努めている。また、生産者自ら、道の駅など

での各種イベントの即売会や宣伝活動に参加し、地道な活動により消費者の認

知度と評価を高めている。 

○安全・安心のおいしい米として、毎年購入する固定客も増えはじめ、10kg、

4,800 円という高単価での販売も軌道に乗り始めている。 

※写真出典：（左）NOSAI とちぎホームページ（右）JA おやまホームページ

 

2．里山再生を目指したエコツアーの実施 

取組地 藤岡町 取組主体 NPO 法人渡良瀬エコヴィレッジ 

取組概要 

平成 19 年に、日本古来の循環型の生活の実現を目指して里地里山の再生に取
り組む NPO 法人として設立した渡良瀬エコビレッジは、渡良瀬遊水地から約
2kmに立地する日本家屋「あき津亭」を拠点に、日本古来の循環型社会の知恵
を体験するイベントやエコツアーを実施している。 
 
○ツアーは、「有限会社リボーン」との共同で、渡

良瀬遊水地やあき津亭をフィールドに自然観察

と昔の暮らし体験などを組み合わせて開催 
    
 
 
 
 
 

※写真出典：（左）（中）NPO渡良瀬エコヴィレッジ、（右）（株）リボーンホームページ
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3．市民による観光ボランタリーガイド 

取組地 古河市 取組主体 古河市観光ボランタリーガイド協会 

取組概要 

平成 8年に案内人養成講座を終了した有志 25名
でガイド協会を立ち上げ、歴史と伝統の息づく

まち・古河を訪れる来訪者に喜んでもらえるよ

う、「ふるさと案内人」として市内の歴史名所や

渡良瀬遊水地等を案内。 
 
○現在 15名のガイドが活躍中で、市内の観光協 
会や、観光案内所に常駐し、個人・団体の希 
望に併せたコースを無料で案内している。 

 
  
 
 

※写真出典：古河市観光協会ホームページ

 

4．のぎ水辺の学校 

取組地 野木町 取組主体 利根川上流河川事務所 

取組概要 

平成 17年 12月に「のぎ水辺の楽校推進協議会」が立ち上がり、子供達が安全
で楽しめる自然体験・学習の場、周辺の文化財等の歴史にふれる総合的な学習

の場として、渡良瀬遊水地に接した思川浄化センター付近の湿地帯に「のぎ水

辺の楽校」を整備中。 
 
○平成 22年度の完成を目指し整備が進む中、21年 8月には湿地帯を横切る木
製の遊歩道が完成し、植物や昆虫を観察ができる。 
○野木町では、完成後は「水と緑と歴史の町プ   
ロジェクト」として、渡良瀬遊水地や野木神  
社など周辺の拠点とのネットワークを図って 
いく予定。 

 
 

※写真出典：利根川たより No.132

 

 

 

＜ガイドツアー対象地＞ 

古河総合公園、渡良瀬遊水地、文学館、古河歴史博物館、頼政神社、武家屋敷跡 

篆刻美術館、正定寺（土井利勝墓所）、古河公方館跡、鷹見泉石記念館 
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5．“水郷いたくら”観光振興・交流プロジェクト 

取組地 板倉町 取組主体 板倉町 

取組概要 

利根川、渡良瀬遊水地に挟まれた低湿地帯で、水害とと

もに生き、水と共生する文化、生活習慣を育んできた「水

郷いたくら」として、東京から 60km圏内という恵まれ
た交通の便を活かし、首都圏からの集客を目指す観光振

興に積極的に取り組んでいる。 
 
○平成 13 年より開始している揚舟運航ツアーは、かつ

て洪水に見舞われた際に人命救助や穀物運搬・水見

舞・連絡等のために使用していた「揚舟」を活用し、「群馬の水郷」園内の

原生林を周遊するツアー。人気の高い観光資源となっており、「コスモスま

つり」と連携した集客により、地域の活性化を図っている。 

○平成 17 年～19 年にかけては、観光振興計画策定にあたり、東洋大学と板倉

町商業振興課が連携し観光振興のための共同研究を行い、「水文化」「水辺」

に注目し、雷電神社周辺での水辺の復活によるコウノトリの生息できる環境

整備などの検討も提案。            ※写真出典：板倉町ホームページ 

 

6．渡良瀬遊水地アクリメーション振興事業 

取組地 渡良瀬遊水地 取組主体 （財）渡良瀬遊水地ｱｸﾘﾒｰｼｮﾝ振興財団 

取組概要 

 渡良瀬遊水地の治水、利水上の機能を保持しつつ、レクリエーションと環境

教育の場とすることを目指し自然観察ゾーン、親水ゾーンなど 8つのゾーニン
グを行い施設整備、交流事業を実施。1988年に遊水池周辺の自治体が連携し、
渡良瀬遊水地の施設管理のために第 3セクターの（財）渡良瀬遊水地アクリメ
ーション振興財団を設置し、渡良瀬遊水地クリーン作戦や遊水地座談会、環境

学習発表会、ヨシ焼きなどの開催を行っている。 
 

＜主な事業＞ 

○渡良瀬遊水地希少種の保全手法 の調査検討 

○遊水地の機能・環境等の広報 

○渡良瀬遊水地湿地資料館の運営 

資料館では、遊水地の変遷や草花・野鳥の写真・湿地模型 ・湿地の生産物

等を展示 

○熱気球大会やトライアスロン大会、ヨシ焼き等のイベント開催の調整 
※写真出典：渡良瀬遊水地ホームページ
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⑤対象エリア内で活動する市民団体 

対象エリアにおいて、地域振興・経済活性化に限らず、野生復帰プロジェクト推進

のための社会環境づくりをしていく際に、市民の取組参加を促す入口とするために連

携していくことが望ましい団体について、以下に整理する。 

 

表 2-1-11 活動団体の一覧 

No 団体名 活動目的・概要 主な活動場所 

① 
渡良瀬遊水池を守る利

根川流域住民協議会 

遊水池の素晴らしさを多くの人に伝え、開

発を阻止する科学的データを収集すること

を目的に、講演会、自然観察会、タンチョ

ウか、環境調査、行政機関との交渉、署名

運動などを実施している。 

※協議会を母体に、わたらせ未来プロジェ

クトが発足 

渡良瀬遊水地他 

② 
小山の環境を考える市民

の会 

ゴミ処理問題、廃棄物問題から、農業・食

料の安全、自然環境の保全など広く小山市

内の環境問題についての活動を展開。 

定期的な講演会・勉強会の開催の他、市内

の環境パトロールや、渡良瀬遊水地の探訪

見学会などを開催し、市民に遊水地の重要

性、ラムサール条約登録に必要性などを伝

えている。 

小山市・ 

渡良瀬遊水地 

③ 田中正造大学 

渡良瀬川鉱毒事件と闘った田中正造の思想

を定期講座とフィールドワークで学ぶ市民

大学。渡良瀬川流域の自然と歴史を学ぶ探

訪コースなども整理している他、足尾・渡

良瀬川流域で活動する8団体と連携を図り、

講演会やフィールドワーク、現地の案内な

ども行っている。 

足尾～谷中村ま

での渡良瀬川流

域 

④ 
NPO法人渡良瀬エコビレ

ッジ 

日本古来の循環型の生活に基づく暮らしを

目指して活動する団体。衣・食・住のあら

ゆる場面で生活提案や体験の場を提供し、

エコツアーなどの環境教育・体験学習イベ

ントを企画運営している。 

藤岡町・佐野市 

渡良瀬遊水地周

辺 

 

⑤ 
渡良瀬遊水地をラムサー

ル条約登録地にする会 

渡良瀬遊水地周辺で活動する、②③の団体

や、日本野鳥の会栃木県支部、渡良瀬の環

境を考える会、谷中村の遺跡を守る会、ラ

ムサール条約湿地を増やす市民の会の６つ

の団体でラムサール条約登録に向けた活動

を展開。関連自治体への働きかけや、署名

運動、普及広報のためのシンポジウム、イ

ベント開催を行っている。 

－ 
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2)荒川流域エリア 
①対象エリア内の自治体に関する基本情報 

 荒川流域エリア内の 6 自治体について地域特性を把握するため、各自治体の概要、
基本計画で示されているまちづくりの方向性について整理を行う。 
 
■鴻巣市 
埼玉県のほぼ中央の荒川左岸に位置し、市南西部を日本一の川幅(2,537m)を有する
荒川が流れ、関東ローム層や荒川沖積層からなる肥沃な土地で、気候にも恵まれ、花

卉や果樹などの栽培に適している。 
江戸時代には中山道の宿場町として栄え、370 年余
の伝統を誇る「ひな人形のまち」として、また近年で

は「花のまち」としてもその名が知られている。現在

では首都圏 50km圏内という地理的条件に恵まれ、東
京のベッドタウンとして、人口が増加し、県央部の中

核都市として発展を続けている。 
 次ページに、鴻巣市の行政計画に示されているまち

づくりの方向性について、計画概要を整理する。 
 
表 2-1-12 鴻巣市の基礎データ 

人  口 市町域面積 農 地 （市町全域） 森林（市町全域） 

（人） (ha) 
農地面積

(ha) 

水田面積

(ha) 

水田割合

（％） 
森林面積（ha) 割合（％）

118,851 6,749 3,190 2,520 37.3 35 0.5

 

産業構造の割合 年間予算

全就業者数 

（人） 

1 次

（％）

2 次

（％） 

3 次

（％）
（百万円）

備考 

※市町村合併などの経緯・予定 

  

59,344 4.3 27.1 66.9 54,266
平成 17 年 10 月 1 日吹上町、川里町が鴻
巣市に編入 

 
 
 
 
 
 
 
 

写真：荒川旧川・明秋地区
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第５次鴻巣市総合振興計画 

策定年月：平成 19年 3月 対象期間：(前期)平成 19～23年度、(後期)平成 24～28年度 

■課題 暮らしやすい環境の整備 

緑と水に恵まれた豊かな自然環境は本市にとって極めて貴重な財産。この財産を最大限に生かしな

がら、よりうるおいのある豊かな環境づくりが求められている。 
■政策：安全・安心でゆったりと暮らせるまちづくり（暮らしやすい環境の整備） 

ねらい：緑地が保全され、自然とふれあうことができる。 
公園・緑地面積：「現状値 61.16ha（H17年度）」→「めざそう値（前期） 70.00ha（平成 23年度）」 
■基本事業 

・緑の保全と創出 ・安全で快適な公園管理の推進 ・市民主体の緑化活動の推進 

 
鴻巣市都市計画マスタープラン 

平成 21年３月 対象期間：平成 8年～27年 

■課題 

・既存の優良農地や自然・レクリエーション空間を保全するとともに、市の魅力向上に向け、農地

や自然環境と調和した新たなレクリエーション空間を創出していく必要がある。 
・貴重な資源である地域の水と緑のネットワーク化を図り、より市民が水と緑を身近に感じること

ができるような整備を進める必要がある。 
■全体構想 

・ 水と緑のネットワークの形成 
本市では、市内の主要な水と緑を「面的な要素」「線的な要素」「点的な要素」の 3 つに区分し、そ
の整備・保全を図る。本市を、身近に水と緑を感じることができる安全で快適なまちとするため、

市内に水と緑の要素を適切に結びつけた水と緑のネットワークの形成を図る。 
・ 農地・集落地 
① 優良な農地との健全な調和   ② 災害防止の観点から必要な市街化の抑制 
③ 自然環境形成・レクリエーション空間の創出 
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鴻巣市緑の基本計画 

策定年月：平成 21年 3月 対象期間：平成 8年～27年 

■基本方針 
・原風景としての田園・河川敷等の緑を守り・活用 
・魅力ある公園・緑地整備を推進 
・水と緑のネットワークを形成 
■環境保全系統の緑地配置方針 

・荒川・元荒川・野通川・見沼代用水等の河川・水路を、本市の水の骨格軸とし、生物多様

性に配慮した良好な水辺環境の保全と創出を図る 
・市街地を包み込むように広がる農地を保全する。河川周辺や市街地内に散在する雑木林等

は自然景観の中心的な要素として保全 
・市域全域をとおして、公園・緑地・緑道・樹林等を適性に配置。ヒートアイランド現象の

低減化や雨水循環の促進。特に市街地部においては、現地の状況に勘案しながら屋上緑化

等の取り組みを検討 
・寺社の緑地、屋敷林等は、市街地内で身近に自然とふれ合える貴重な自然環境として保全 
■基本的な施策 

・原風景としての田園・河川敷等の緑を守り・活用 
○樹林・樹木の保全（緑化推進条例に基づく保護、市民緑地化・都市緑地化の取り組み） 
○農地環境の保全（生産緑地地区の保全と活用） 
○水辺の緑地の保全（河川環境の保全） 
・魅力ある公園・緑地整備を推進 
○公園・緑地の魅力の向上（公園再整備の推進） 
○公園・緑地の整備（都市公園の適切な配置・整備、緑地の配置・整備） 
・水と緑のネットワークを形成 
○機能別ネットワーク形成の推進（レクリエーションネットワークの形成、防災ネットワ

ークの形成） 
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鴻巣市環境基本計画 

策定年月：平成 20年３月 

■環境の保全と創造についての基本理念 

環境の恵沢の享受と将来世代への継承のための環境の保全及び創造 

・環境への負荷の軽減による持続的に発展することができる社会の構築 

■環境まちづくりの課題 

・水と緑を生かした鴻巣の環境基盤の保全・創造 

・環境まちづくり推進のための意識啓発と仕組みづくり 

■望ましい環境像 

・田園と荒川・元荒川の自然に親しみ、花と緑に彩られたまち 

■基本目標 

自然を身近に感じるまちづくり 

目標の実現に向けた基本方針 

・農地の保全・活用 ・荒川、元荒川自然軸の保全・再生 ・都市緑化の推進 

鴻巣市 田園環境整備マスタープラン 

策定年月：平成 16年 1月 

■環境保全対策のあり方 

○環境に調和した土地利用計画 

・緑地等の自然は農村地域においても計画的に保全する必要がある 

・伝統的な農村景観は非農家の市民にとっても貴重な資産であることが認識されている 

→“生産・生活・自然”の調和のとれた土地利用が求められている 

○環境に配慮した土地改良施設整備 

・用排水路・ため池・農道・圃場の整備では、親水施設・地域に生息する希少種の保護・

自然環境学習施設等を取り入れる。 

・伝統的な農村景観や自然環境の再生等を図る。 

・連続した水と緑のネットワークが形成されるように計画する。 

・整備後の一定期間は環境の状況を調査し、必要があれば手を加える等のアフターフォロ

ーが重要。 

○環境への負荷の軽減対策 

・“きれいな水と空気・健康な土”のため、化学肥料や農薬の使用の低減、廃棄物の再利

用、排水の浄化など環境負荷の低減を目指した循環型農村づくりを進める 

・環境配慮５原則に基づき動植物の生息域を保護し、生物の多様性を保全する 
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■北本市 
埼玉県の中央部の荒川左岸に位置し、大宮台地のほぼ平坦な地形上に発展し、谷津

や雑木林など、魅力ある豊かな自然を多く残している。市の中央部を国道 17 号やＪ
Ｒ高崎線が縦断し、これに沿って市街地が形成されて

いる。さらに、その外側には緑豊かな田園地帯が広が

り、西側は荒川に接する。昭和 30 年代には、１万人
台の人口だったが、首都圏 45km内にある立地条件に
恵まれ、現在では７万人を超える人口規模となってい

る。 
 次ページに、北本市の行政計画に示されているまち

づくりの方向性について、計画概要を整理する。 
 
表 2-1-13 北本市の基礎データ 

人  口 市町域面積 農 地 （市町全域） 森林（市町全域） 

（人） (ha) 
農地面積

(ha) 

水田面積

(ha) 

水田割合

（％） 
森林面積（ha) 割合（％）

70,138 1,984 669 216 10.9 99 5.0

 

産業構造の割合 年間予算

全就業者数 

（人） 

1 次

（％）

2 次

（％） 

3 次

（％）
（百万円）

34,677 1.8 24.6 69.5 27,962

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：北本自然観察公園
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第四次北本市総合振興計画 基本構想・中期基本計画 

策定年月：平成 18年 3月 対象期間：（前期）平成 18～21年度、（中期）21～24年度 

（後期）24～27年度 

■これからの社会の展望：＜環境にやさしい暮らし、多様な生物との共生＞ 

生活レベルの向上と引き換えに、大気や水質の汚染、地球温暖化を招いてきた生産や暮らしのあり

方の反省に立ち、それぞれの地域でモノやエネルギーの使用を抑え、ゴミや二酸化炭素などの排出を

規制し、地域で可能なエネルギーを生み出すなどの取り組みが進んでいる。自然との共生の中で住み

慣れた都市に暮らし、みどりの環境を次代に手渡すまちづくりに向けた努力が必要となっている。 

■将来都市像：緑にかこまれた健康な文化都市 

■土地利用別整備方向 

・農地：優良農地の保全や観光農業等の推進を図るとともに、今後の動向を見極め、適正な土地利用

に努める。 

・公園・緑地：景観、健康づくり、レクリエーション、防災、交流の場等多面的な利用を推進する。 

■施策の大綱 

・緑輝くまちづくり 

本市の財産である緑の環境の保全・

活用を基調に、バランスある土地利用

と、都市景観の形成を通じ、美しい住

宅都市としての魅力を高める。 

・環境にやさしいまちづくり 

豊かな緑を次代へと引き継いでいけ

るよう、多様な生物が棲む市内の自然

環境を知り、守り育てていくとともに、

資源を大切にし、ごみの減量やリサイ

クルを推進するなど、環境にやさしい

まちづくりを進める。 

１ バランスある土地利用の推進、 

２ 豊かな住環境と都市景観の形成、 

３ 資源循環型の環境にやさしいまち   

づくり、 

４ 公園・緑地の整備 
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北本市都市マスタープラン 

平成 11年 3月策定、平成 21年 3月改訂 目標年次：平成 27年度 

■都市づくりの目標 

みんなではぐくむ「みどり」のきたもと 

 

■将来都市像： 

・住宅都市の成長管理と自然環境との共生：ふるさとの田園環境や自然環境との共存を前提に、適

正な将来人口規模を考慮した市街地の整備を図り、総合的な都市の成長管理を行う。 

・みんなの手による緑のネットワーク軸の創造：宅地内、公共施設、自然環境等多様なみどりを、

市民共有の財産・まちづくりの資源として、それぞれのレベルでの整備、保全を推進する。 

＜拠点＞緑の拠点：北本総合公園、北本自然観察公園、まほろばの郷、高尾さくら公園、高尾阿弥

陀堂保護地区、さいたま緑のトラスト保全第８号地、荒川沿いの緑地など 

 

■整備方針 

都市の骨格を形成する環境要素（荒川、赤堀川、北本自然観察公園など）の保全や北本市を特徴づ

ける環境要素（雑木林や里山、生産緑地、JR高崎線沿いの緑地など）の保全整備を行い、ビオトー

プネットワークの形成を図る。 
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北本市緑の基本計画 

策定年月：平成18年3月 期間：（前期）18～21年度、（中期）21～24年度、（後期）24～27年度 

■将来都市像：緑ではぐくむ快適な都市づくり 

■基本的課題 

・市内に広がる田園空間屋敷林、樹林地、荒川等の水辺空間などの恵まれた環境を活かした整備

や開発、保全を行う必要がある。 
・安心して、遊びくつろげる身近な公園や緑地等を整備する必要がある。 
・環境保全、レクリエーション、防災、景観の４つの視点からの総合的かつ計画的な公園・緑地

づくりと相互のネットワークづくりを行う必要がある。 
■基本理念及び基本方針 

緑の回廊まちづくり『グリーンネットワーク北本』 
大きな緑の輪、小さな緑の和を創造しネットワークする都市づくり《緑地整備》 
・緑の拠点をつくり育てる・憩い楽しむ公園を増やす・自然環境と共生したまちづくり・農業と

共生したまちづくり・北本らしい花と樹木の街をつくる・北本市民の緑の意識を高める 
北本市環境基本計画 

平成11年3月策定、（21年3月改訂） 計画期間平成 12年度～平成 27年度： 

■課題 

長期的な目標：自然と人間の共生する環境 
 北本市は、都市化の進展などによって、雑木林・荒川の清流・農地・谷津など多くの自然環境

が失われつつある。私たちには、この大切な財産を健全な状態で後世に伝える責任がある 
■重点的取組 

・雑木林の保全と創造  
(１)雑木林の保護・保全：保護地区などの指定、雑木林の保全方策の検討、環境影響評価制度の
適切な運用  
(２)雑木林の維持管理 ：市民参加による雑木林の管理支援、不法投棄の監視体制強化  
(３)雑木林を生かした環境教育・環境学習：学校における環境教育・環境学習の充実 、環境学習・
環境教育機会の創出など 
■施策展開の方針 

長期的な目標【自然と人間の共生する環境】 
・自然環境の保全と創造：北本のシンボルである雑木林をはじめ、湧水・谷津など豊かな自然環

境を大切にするまちにする。  
・自然性の高い水路や河川敷の保全と創造：自然性の高い荒川河川敷を大切にする。また、市街

地の水路の自然回復を図るまちにする。  
・豊かな農地の保全と創造 
・野生生物の保護 
・豊かな都市景観の創造 
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北本市 田園環境整備マスタープラン 

策定年月：平成 19年 3月 

■基本方針「緑豊かな自然と共生する安全で健康な文化都市・北本」 

１．身近な自然環境の保全 
・ 生態系に配慮した水路整備 
・ 計画に配慮した道路整備 
・ 田園環境に配慮した農地整備 
２．人と自然が共生する社会の形成 
・ 住民参加による環境保全 
３．田園都市環境の観光・交流への活用 
・ 市民農園 
・ 緑地や史跡をめぐる散策道整備 
・ 農産物直売所 
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 ■桶川市 
埼玉県の中央部の荒川左岸に位置し、市域の多くは大宮台地の上にある。市の西側、

川島町との市町境付近に荒川、旧川田谷村と旧桶川町との境に江川が流れ、市の東側、

菖蒲町との市町境に元荒川が流れる。 
その昔、江戸から 10 里、近隣からの農産物の集散

地という地の利を得て、中山道の宿場町として栄えた。

明治以降は、麦、さつまいも、紅花などの集散地とし

て栄え、堂々たる蔵造りの店が現在も残り、当時の繁

栄を今に伝えている。 
 次ページに、桶川市の行政計画に示されているまち

づくりの方向性について、計画概要を整理する。 
 
表 2-1-14 桶川市の基礎データ 

人  口 市町域面積 農 地 （市町全域） 森林（市町全域） 

（人） (ha) 
農地面積

(ha) 

水田面積

(ha) 

水田割合

（％） 

森林面積

（ha) 

割合

（％） 

75,063 2,526 868 292 11.6 95 3.8 

 

産業構造の割合 年間予算

全就業者数 

（人） 

1 次

（％） 

2 次

（％） 

3 次

（％） 
（百万円）

36,322 1.9 24.8 71.3 31,372

 

写真：城山公園
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桶川市第四次総合振興計画  

策定年月：平成 19年 2月 対象期間：(前期)平成 13～17年度、(後期)平成 18～22年度 

■緑と景観の創造 

＜基本方針＞：市民の景観意識の高揚を図るとともに、市民と行政が協力して桶川の豊かな自然、

歴史、文化を生かし、桶川らしさの原風景となる良好な景観の創出に努める。 

＜主要施策＞ 

１．緑の基本計画の推進 

２．景観の保全・創造：荒川近郊緑地保全区域、江川周辺地域、ふるさとの森、市民緑地、斜面

林・屋敷林などの緑地を保全するとともに、景観の保全・創造を促進する。 

■公園・緑地 

＜基本方針＞：うるおいとやすらぎのある都市環境を創出するため、地域の状況に対応しながら

都市公園の整備を着実に推進する。また、市民の理解と協力のもとに、市内に残された緑地の保

全に努め、緑を育てるまちづくりを進める。 

＜主要施策＞ 

１．公園の整備 

２．緑地の保全 

（１）荒川近郊緑地保全区域・江川周辺地域：荒川及び江川の周辺は、水と緑の貴重な空間を形

成しており、多様な動植物の生息域であることから、活用のための最小限の整備は除き、その保

全に努める。また、近郊緑地保全区域の拡大をめざす、（２）保存樹林・保存樹木の指定、（３）

保存制度・方策の推進 

桶川市環境基本計画 

平成 12年 3月策定 目標期間：平成 12年～22年 

■桶川市の目指す環境像 

持続的発展が可能な社会の構築を目指し、「自然からの資源採取量を減らすこと」、「循環の仕組

みを正常にすること」により、「地球環境にやさしいまち」を築く。 

■地域の自然の保全・再生基本方針 

緑豊かな市街地の整備や、緑地の計画的な保全により、緑のネットワークをつくり、地域固有の

生態系を保全する。 

■環境目標 

①緑のネットワークを形成する。 

②多様な生物が生息できる水辺環境を再生する。 

③市民の雑木林を育む。 

■対策の方向性 

・緑地の計画的な保全・管理  ・多自然型河川整備の推進 

・生態系に関わるデータベースの整理と公開 
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桶川市都市マスタープラン 

平成 9年 5月策定 目標年次：平成 37年（2025 年） 

■将来都市像 

・全体としての生活環境の質を確保できるよう、環境の保全とバランスのとれた開発を誘導する。 
■課題＜緑の保全＞ 

・地形や現存する動植物、史跡など貴重な自然資源や歴史資源、環境資源の保全・活用 
・社寺林、斜面林、平地林、屋敷林などの緑の保全・活用 
○緑豊かな都市整備の方針 
・都市公園・緑地等の緑の公共空地を整備 
・法的に土地利用を規制して既存林などの永続的な保全を図る地域制緑地の指定 
・道路や公共施設まわりなどの緑化の充実 
○緑のネットワークの形成方針 
川、レクリエーション、防災・環境保全、歴史資源の４つのネットワークの形成を目指す 
■地域別構想 

＜川田谷地区＞：川と田と谷を守り独自の文化を発信する桶川のオアシス 
サクラソウの生息地をはじめとする貴重な歴史資源や自然資源が残されており、都市づくりにいか

していくことが求められている 
・土地利用の方向性：原則的に市街化調整区域を継続し、緑豊かな田園観光の保全と大規模道路の

建設等による適正な開発との調和を図る 
・荒川河川敷の保全・活用、江川流域の保全・活用 
＜江川下流地区＞：江川の多自然型改修と遊水池（氾濫原）の確保を併せた環境保全型の空間整備 
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桶川市緑の基本計画 

策定年月：平成18年3月 対象期間：（前期）18～21年度、（中期）21～24年度、（後期）24～27年度

■緑地の状況 

主に市街化区域とその縁辺の緑とオープンスペースの総合的な保全計画を定め緑化に取り組んでき

たが、現在も年々減少傾向。荒川や江川、元荒川などの河川やその周辺は、特に重要な生息域とな

っており、生態系ピラミットの高次消費者に位置付けられているオオタカなどの猛禽類、ホンドタ

ヌキやホンドイタチなどのほ乳類などが確認されている。また、江川下流域にはサクラソウやチョ

ウジソウ、サワトラノオなどの絶滅が危惧されている湿地性植物が残る貴重な場所もある。 
■緑のまちづくりの基本方針と施策 

１．「緑の軸線」の保全、「公共空間の緑」の整備に関わる基本方針及び施策 
＜基本目標１＞「緑の軸線」を保全し、生き物の回廊となる「公共空間の緑」が整備されたまちづ

くりを進める。 
・河川と道路による「緑の格子」づくり 
・公園緑地や公共公益施設の緑による「緑の拠点」づくり 
・多様なレクリエーション需要に対応する公園緑地などの創造と活用 
・「公共空間の緑」による「生き物の回廊」＝ビオトープネットワークの形成 
２．「郊外の緑」の保全、活用に関わる基本方針及び施策 
＜基本目標２＞美しい田園風景を形成し、緑の資源として貴重かつ豊かな「郊外の緑」を保全、活

用するまちづくりを進める。 
・多くの動植物の生息域となっている「郊外の緑」の現況把握 
・水害発生を防ぐ保水機能を持つ緑の保全 
・樹林地及び樹林地と一体となった農地などによる「郊外の緑」の保全と活用 
・地域の文化・歴史などと一体となった樹林地などの保全と活用 
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■吉見町の概要  
埼玉県のほぼ中央の荒川右岸に位置する。都心から

50km 圏にあり、東武東上線や、関越自動車道などへ容易
にアクセスできる。西北部の比企丘陵を除いては広く開け

た低地帯で、かつては、荒川、市野川などの氾濫による水

害に悩まされたが、昭和 13 年にすべての堤防が完成した
後は、肥沃な穀倉地帯となっている。丘陵地一帯は、「県立

比企丘陵自然公園」に指定されており、吉見百穴や八丁湖周辺に散在する黒岩横穴墓

群などは、「古墳時代を代表する」貴重な史跡として注目されている。 
 次ページに、吉見町の行政計画に示されているまちづくりの方向性について、計画

概要を整理する。 
 
表 2-1-15 吉見町の基礎データ 

人  口 市町域面積 農 地 （市町全域） 森林（市町全域） 

（人） (ha) 
農地面積

(ha) 

水田面積

(ha) 

水田割合

（％） 

森林面積

（ha) 

割合

（％） 

21,859 3,863 1,530 1,220 31.6 236 6.1 

 

産業構造の割合 年間予算

全就業者数 

（人） 

1 次

（％） 

2 次

（％） 

3 次

（％） 
（百万円）

11,812 9.3 34.0 56.0 10,412

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真：八丁湖
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吉見町総合振興計画 

策定年月：平成 18年 3月 目標年次：平成 22年度 

■土地利用構想 

計画の基本的条件 

・丘陵部・緑と歴史の回廊：丘陵部については、県立比企丘陵自然公園にも指定されており、百穴、

ため池など文化遺産や自然の宝庫であることから、「美しい緑と歴史の回廊」と併せてみどりの保

全・形成を図る。丘陵部の採土跡地については、みどりの復元を図り有効利用に努める。 

■基本計画 

・緑地の保全 

（１）屋敷林・水系緑地・吉見丘陵の保全集落の屋敷林が連なる田園景観の維持に努めるほか、神

社・寺・屋敷林等の巨木を、町指定として保全する。荒川・市野川の堤防、桜土手、ため池

等については、ビオトープ型の整備を行うなど、生物の生息に配慮しつつ環境の保全に努め

る。また、吉見丘陵の自然や歴史的環境を保全するため、条例制定を含めた規制の強化を図

る。 

（２）公共施設等の緑化 

公共施設など緑化の方針を明確にし、緑化協定や地区計画制度の活用を図る。 

また、みどり豊かな生活環境を形成するため、「みどりの基本計画」を策定し、住宅地への緑

化推進のための助成制度について検討する。 

吉見町都市マスタープラン 

平成 14年 3月策定、 目標年次：平成 32年度 

■公園・緑地の整備方針 

・都市基幹公園：八丁湖公園は緑の保全を図るとともに緑と歴史の軸（回廊）を形成する散策路の

整備を推進する。 

・住区基幹公園：地域のバランスを図りつつ、身近に利用できる住区基幹公園の整備を推進する。 

・都市緑地：吉見総合運動公園、南部緑地などの緑地は、緑と歴史の軸（回廊）を形成しており、

散策路の整備と環境の保全を図る。 

・その他の公園・緑地：吉見丘陵の自然や歴史環境を保全するため、条例制定を含めた規制の強化

を図る。 

 
■都市景観形成の方針 

・田園風景を保全する景観の形成：集団的な優良の中にある屋敷林を有する農地・集落は、農家に

とっての営農の場や生活の場であるとともに、町の原風景であることから、これらの田園風景を

保全活用する景観づくりを推進する。 

・水辺を活かした景観の形成：荒川、市野川、横見川、農業用水路については、河川敷や緑と歴史

の軸を含めた身近に親しめる水辺景観づくりを推進する。 

・緑豊かな丘陵部の景観の形成：県立比企丘陵自然公園に指定されている西部丘陵地は、緑豊かな

自然景観や歴史的景観の保全を図る。 
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吉見町 田園環境整備マスタープラン／農村環境計画 

策定年月：平成 16年 3月 

■環境保全の基本方針 

１． 自然環境の保全 

・ 比企丘陵に多く位置する雑木林や広葉樹林といった緑地や、荒川・市野川等の河川やため池とい

った水環境が多く存在する 

・ 山地や雑木林などの緑地や、河川・ため池などの水辺空間など、身近な自然環境の保全を重視す

る 

・ 農地や屋敷林など「二次的自然」についても保全を進めていく 

２． 農村景観の保全 

・ 集落地、農地、雑木林・屋敷林などの緑地によって良好な農村環境が創出されている。 

・ 地域の農村環境の保全を図っていく 

３． 地域の伝統・文化の継承 

・ 農村地域の歴史的資源、文化を保存・継承することによる、ふるさととしての農村の創造が求め

られる 

・ これらの資源を保全し、地域環境の保全につなげる 

４． 環境に優しい農業の推進 

・ 多面的機能に配慮した農地保全を進める 

・ 環境に配慮した農業手法「環境保全型農業」の導入を進める 
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■川島町の概要 
埼玉県の中央の荒川右岸に位置し、北は市野川、東は荒川、南は入間川、西は越辺

川と、まさに“川に囲まれた島”そのものの町といえる。江戸
時代になると川越藩の支配の中で農業生産が高まったが、反

面、荒川の流れを現在の場所に変えたことで、たびたび水害

に悩まされるようになった。その後、時代が進むにつれ、河

川改修や堤防の築造によって徐々に水害を克服してきた。現

在、圏央道川島インターチェンジの開通に伴い、インター周

辺整備が進み町は変革のときを迎えている。 
 次ページに、川島町の行政計画に示されているまちづくりの方向性について、計画

概要を整理する。 
 
表 2-1-16 川島町の基礎データ 

人  口 市町域面積 農 地 （市町全域） 森林（市町全域） 

（人） (ha) 
農地面積

(ha) 

水田面積

(ha) 

水田割合

（％） 

森林面積

（ha) 

割合

（％） 

22,368 4,172 2,150 1,670 40.0 - - 

 

産業構造の割合 年間予算

全就業者数 

（人） 

1 次

（％） 

2 次

（％） 

3 次

（％）
（百万円）

備考 

※市町村合併などの経緯・予定 

  

12,109 8.8 35.6 53.9 11,365
平成 22 年 3 月 23 日に加須市、騎西
町、北川辺町、大利根町が合併し新
加須市となる予定 

 

写真：荒川太郎右衛門自然再生地 
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新・川島町総合振興計画 

策定年月：平成18年3月 対象期間：（前期）18～21年度、（中期）21～24年度、（後期）24～27年度

■まちづくりの基本理念：水と緑を大切にし、新たな出会いを創るまちづくり 

■土地利用方針 

・公園・緑地系地域：平成の森公園は、周辺のコミュニティ施設や社会教育施設などと一体的な整

備を図ることで総合公園の形成を図り、町のシンボルとなる公園とする。公園については、既存の

公園の充実を図るとともに、町内にある川や池沼を活用した公園などの整備を図る。地域の公園は、

地元へ管理を移し、身近で親しめる地元の公園として積極的な利用促進を図る。また、緑地につい

ては、既存の緑地の保全に努めるとともに、新たな開発区域は緑地の確保を図る。 

・河川：四方を囲む河川空間は、本町の貴重な自然環境であることから、国や県との連携を図りな

がら、河川改修を促進するとともに親水空間としての活用も図っていく。また、流域の水質の保全

を図るため、関係市町村と連携を図りながら、町民参加による環境保全運動を推進する。 

■基本計画 

・自然環境の保全：本町の豊かな自然環境を保全・創造していくため、自然環境全般にわたる保全

対策の計画的な推進を図る。また、多自然型川づくりや親水公園の整備など、人と自然にやさしい

水と緑のネットワークづくりを推進する。 

・田園環境の維持・保全：良好な環境や生活文化を保全するため、道路、排水などの整備や屋敷林

や生け垣の保全、地域コミュニティの育成を図る。また、保水機能や豊かな田園景観の要素として

多様な機能を持つ農地の保全に努める。 
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川島町都市計画マスタープラン 

平成 19年 3月策定、 計画期間：平成 13年度～平成 32年度 

■基本方針：自然を創造するまちづくり 

四方を囲む河川をはじめとした自然環境は、田園風景とともに川島町の原風景であり、首都圏に残

された貴重な財産として将来へと継承していく。 

■将来のまちの構造 

水と緑の拠点：荒川河川敷を活用したビオトープによる緑地の保全、平成の森公園、西近隣公園お

よび梅ノ木・古凍貯水池などの活用による水と緑の拠点作りを推進する。 

■水と緑の整備方針 

・ 四方を取り囲む河川を町の誇れる特徴として大切にしていく 

・ 広大な自然環境の中にビオトープや親水空間など、憩いの場を整備する 

・ 町民の原風景として大切な農用地や農村集落の保全を図る 

■まちづくりの重点推進地区の検討 

・ビオトープの整備促進：荒川河川敷を活用するビオトープは、豊かな自然環境を保全しつつ都市

住民に自然学習の場を提供するものであり、その早期整備を関係機関に要請していく。また入間川

河川敷国有地の有効利用と緑地の保全を図り、民間飛行場を含めて、町独自の関わり方を研究する

とともに、農業と連携したまちづくりを推進する。 
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川島町 田園環境整備マスタープラン 

策定年月：平成 20年 3月 

■キャッチフレーズ「水と緑豊かな田園と調和するまち」 

■環境保全目標 

１．自然環境の保全 
・ 屋敷林や生垣といった集落緑地、堤外の荒川・市野川・入間川・越辺川、堤防内の安藤川・

横塚川、農業用排水路など水環境が多く存在する。 
・ 農地や屋敷林など「二次的自然」についても保全を進めていく 
２．農村景観の保全 
・ 集落地、農地、屋敷林などの緑地によって良好な農村環境が創出されている。 
・ 地域の農村環境の保全を図っていく 
３．地域の伝統・文化の継承 
・ 歴史的史跡や伝統行事が脈々と地域に受け継がれている地域。 
・ これらの資源を保全し、地域環境の保全につなげる 
４．環境に優しい農業の推進 
・ 多面的機能に配慮した農地保全を進める 
・ 環境に優しい農業の導入を進める 
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②対象エリアへのアクセスと主な集客施設 

 対象エリアへの首都圏からのアクセスと、今後の地域振興・経済活性化の取組の際

に、情報発信、商品等の販売、イベントの開催等の様々な場面で拠点となりうる施設

について以下に整理する。 
 

 
図 2-1-15 エリア内の主な集客施設と主要アクセス（※図内の数字は次ページの施設一覧に対応） 
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表 2-1-17 エリア内の主な集客施設とその概要 
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③対象エリアで進行している主要な事業 

対象エリアにおいて、コウノトリ・トキの野生復帰を通じた地域振興・経済活性化

策を検討する際、対象エリアを特徴づけ、かつ、多様な主体の連携が図られて取り組

んでいる、既存の主要な事業・活動について、以下に整理する。 

 

荒川流域エコロジカル・ネットワーク計画の展開（荒川上流河川事務所） 

荒川上流河川事務所では、荒川の持つ河川環境機能の維持・向上を図るために、「河

川法改正」（平成 9年）以前の平成 6年から「越辺川天神橋下流ビオトープ」を皮切り

に、「荒川ビオトープ」、「荒川第一調節池・自然保全ゾーン」、「三ツ又沼ビオトープ」、

「高麗川浅羽ビオトープ」等の本川・支川を対象に、生物多様性を改善する河川環境

の保全と整備に取り組んできた。 

○荒川は、埼玉県西部の秩父山地に源を発し、県中央部を貫流し東京湾に注ぐ川で、埼玉

県の自然や歴史・文化の形成に大きな役割を果たしてきた。また、鴻巣市～吉見町間の

河川区域幅が全国一（2,537m）の例が示すように、広大な河川敷を有する特徴があり、

堤内地には見られない旧 

流路、湿地、河畔林等の 

豊かな自然環境が現代に 

引き継がれてきた。 

○取組は、流域全体を視野 

に入れた「エコロジカル 

・ネットワーク形成プラ 

ン」に基づいて実施され 

ており、現在は位置的に 

も機能的にもネットワー 

クの“核”に位置づけら 

れると共に、自然再生推 

進法に基づく全国第１号 

事業地となった「荒川太 

郎右衛門地区自然再生事 

業」（約 400ha）が推進さ 

れている。 

 

 

（図の出典：荒川上流河川事務所ＨＰ） 

エコロジカル・ネットワークのイメージ 
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圏央道・上尾道路の整備によるアクセスの改善（大宮国道事務所） 

●圏央道 

・ 都心から半径約 40～60kmの主要都市を環状に結ぶ高規格幹線道路。関越道・東名高
速・中央道等と結ばれることで、東京を始め各地方への交通アクセスが飛躍的に改善。 

・ 平成 20年 3月に、「川島インターチェンジ」まで開通・供用。現在、東に向かって工
事中で、平成 22年 3月に「桶川北本インターチェンジ」まで開通予定。 

 
●上尾道路 

・ さいたま市の新大宮バイパス IC を起点に、上尾市・桶川市・北本市・鴻巣市に至る
延長 20.1km の一般国道 17 号のバイパス。東京からの新たな南北交通軸の大動脈と
なる。 

・ 圏央道とは、「桶川北本インターチェンジ」により東西軸と南北軸の主要道路網が結

ばれる。現在、上尾市内で一部供用された他は、工事が北進中。 
 
※ 大型道路の建設と生物多様性の確保には調整が求められるが、地域振興の点からは十

分な環境対策の実施のもとに早期の整備が望まれる。 

道路位置図
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④各自治体内での既存の取組  
対象エリアにおいて、コウノトリ・トキの野生復帰を通じた地域振興・経済活性化

策を検討する際、各自治体内で、既に取り組んでおり、今後の野生復帰プロジェクト

の際に連携することが望ましいと考えられる以下の取組について概要を整理する。 

 

表 2-1-18 各自治体内での連携が考えられる既存の取組 

 取組 活動拠点 主体 

1 
コウノトリをシンボルとした

地域おこし 
鴻巣市 

鴻巣市 
鴻巣市観光協会他 

2 
環境学習拠点・北本自然観察

公園 
北本市 埼玉県 

3 食文化を活かした地域活性化 川島町 川島町 

 

１．コウノトリをシンボルとした地域おこし 

取組地 鴻巣市 取組主体 鴻巣市、鴻巣市観光協会他 

取組概要 

「鴻巣」という市名の通り、市内にはコウノトリが大蛇を退治した伝説を持つ

鴻神社があり、毎年秋の「おおとりまつり」ではこうのとりパレードも行われ

るなど、コウノトリとの係わりのある文化が根付いている。 
JR 鴻巣駅前にはコウノトリの巣塔モニュメント、商店街にはコウノトリの
デザインが各所にあり、名前を冠した菓子や米・うどん等も販売されている。

観光協会有志「こうのとりを育む会」によりコウノトリを羽ばたかせるための

署名運動も行われるなど、コウノトリをシンボルとした地域おこしの取組が既

に始まっている。 
 

おおとりまつり 

JR 鴻巣駅前のモニュメント

鴻神社



78 

 

2．環境学習拠点・北本自然観察公園 

取組地 北本市 取組主体 埼玉県 

取組概要 

埼玉県の「里地里山」の自然環境を残しながら、野生の生きものがくらしやす

く、来園される方が自然に親しめるよう整えられた公園。荒川流域の水と緑の

ネットワークの拠点、自然を活かしたまちづくりの核にもなっている。 
サシバやキツネを「目標種」とし、それらが繁殖できる環境が保たれるよう、

ボランティアと自然学習指導員が力を合わせて公園の管理を進めており、埼玉

県自然学習センターには、自然学習指導員が常駐しており、展示解説や質問、

相談を受け付けている。小中学校等の環境学習の対応、観察会などイベントの

運営も行っている。 

  
 

 

3．食文化を活かした地域活性化 

取組地 川島町 取組主体 川島町商工会 

取組概要 

 四方を川に囲まれ、川の氾濫が平坦で肥沃な土壌をもたらしたことから、一

大穀倉地帯として発展し、地域固有の「すったて」や「川島呉汁」等の独自の

食文化が代々農家で受け継がれていた。しかし、核家族化や人口流入により失

われつつあることから、商工会が食文化の継承と地域活性化のため、地域内の

うどん点を中心に取扱を発案。現在では賛同した店舗が夏に「すったて」冬に

「呉汁」を提供し地域独自の B級グルメとして注目を集めている。また、町南

西部の越辺川が近年「ハクチョウ越冬地」にもなり、東京から最も近いハクチ

ョウ渡来地として多くの見学者が訪れる名所となっている。 

 
 

渡来したハクチョウ（出典：川島町ＨＰ） 「すったて」（出典：川島町ＨＰ） 
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⑤対象エリア内で活動する市民団体 

対象エリアにおいて、地域振興・経済活性化に限らず、野生復帰プロジェクト推進

のための社会環境づくりをしていく際に、市民の取組参加を促す入口とするために連

携していくことが望ましい団体について、以下に整理する。 

 
表 2-1-19 活動団体の一覧 

No 団体名 活動目的・概要 主な活動場所 

① 鴻巣の環境を考える会 

元荒川をきれいにする取組や、鴻巣市内の生

きもの自然観察会の開催のほか、地球環境に

関する普及啓発等。 

鴻巣市 

元荒川 

② 
（財）埼玉県生態系保護 

協会鴻巣支部 

荒川河川敷旧流路地区をはじめ、鴻巣市内

の自然環境の保全・再生、創出に向けた市

民・行政への普及啓発活動を推進。 

鴻巣市 

③ 
鴻巣市観光協会 

こうのとり部会 

鴻巣市にゆかりのあるコウノトリを市内で育て

て自然放鳥し、まちづくりのシンボルにするこ

とを目標に活動。有志が「こうのとりを育む会」

を結成し、署名運動による市民への普及啓発

活動を展開。 

鴻巣市 

④ 
鴻巣市商工会 

ＪＡ鴻巣市 

コウノトリ伝説米のＰＲ、販売を推進。 

ブランド米「こうのとり伝説米」（特別栽培認証

を取得した、高品質な「彩のかがやき」） 

鴻巣市 

⑤ 北本里山の会 

里山の保全・管理やトンボ公園の整備活動を

展開。法定外公共物である青道(里道)、赤道

(里川)の整備も進め遊歩道化を図り、緑のネ

ットワーク化を推進。 

北本市高尾4丁目 

＜通称とんぼ公園＞ 

北本市高尾9丁目 

＜天王ヤマ＞ 等 

⑥ 
（財）埼玉県生態系保護 

協会北本桶川支部 

高尾宮岡の景観地をはじめ、北本・桶川両市

内の自然環境の保全、再生、創出に向けた

市民・行政への普及啓発活動を推進。 

北本市・桶川市 

⑦ 
桶川市 

篠津川辺保全隊 

地域全体で田畑、用排水路や農道を保全す

るための活動組織を設立。田園空間を基調と

して農地、農業用排水路の資源や農村環境

の良好な保全と質的向上を図り、農村コミュニ

ティ活動の復活・活性化を目指す。【農水省

農地・水・環境保全向上対策事業地】 

桶川市 

篠津川辺地区 

(水田12.0ha、 

畑5.0ha) 
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No 団体名 活動目的・概要 主な活動場所 

⑧ 
吉見町 

江口集落 

地域全体で水路やため池を保全し、景観

植物の植栽や、排水路法面の保護を図る

とともに景観に配慮した取組を行う活動組

織を設立。地域住民と連携し、環境保全

向上に努める。【農水省 農地・水・環境

保全向上対策事業地】 

吉見町 

西吉見南部地区 

(水田41.9ha、 

畑6.5ha、 

ため池１箇所所） 

⑨ 
NPO法人 

川島ネイチャークラブ 

川島町の自然環境の保全，河川の水質

調査，生態系調査，自然環境学習及び自

然を利用した循環型地域社会の継続維

持活動などに関する事業を実施。 

川島町周辺  

⑩ 
川島町の自然を守り 

育む会 

荒川、入間川、越辺川、市野川に囲まれ

た川島町の自然と歴史を活かしたまちづ

くりを提言。越辺川や入間川のビオトープ

や自然再生の普及啓発、環境管理活動

を実施。 

川島町 

⑪ 
NPO法人 

荒川の自然を守る会 

子どもの頃に愛し親しんだ荒川の自然を

守り子どもたちに伝えるため、荒川の三ツ

又沼ビオトープ、太郎右衛門自然再生事

業、入間川堤防対策等の対応に取組む。

荒川流域 

周辺市町 

⑫ 
NPO法人 

荒川流域ネットワーク 

「清流を蘇らせよう！」、「あなたの家も水

源地」、 「絶滅危惧種ミズガキ復活運

動」、「木遣い文化運動」、「エコ・プライド

を持って流域経営・国土保全を！」 の５

つのミッションの元に、荒川とその支流域

を対象に活動するネットワーク組織。 

荒川および支流域 

⑬ 

NPO法人 

エンハンスネイチャー 

荒川・江川 

三ツ又沼ビオトープ等の旧流路におよび

支流を含む荒川流域並びに江川流域に

おけるビオトープの保全・再生・創出・維

持管理の実践活動を推進。 

荒川中流域 

入間川 

江川 

⑭ 
（財）埼玉県生態系 

保護協会 

荒川を軸とする埼玉県内のエコロジカル・

ネットワーク化を推進。埼玉県自然学習セ

ンター、北本自然観察公園、荒川大麻生

公園を指定管理者として管理・運営。 

埼玉県全域 


